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はじめに 

○ 当該資料は、平成３０年度介護報酬改定等の概要を説明するものです。また、資料の１及び２は、平

成３０年１月２６日に開催された「第１５８回 社会保障審議会給付費分科会」の資料のうち各サービ

スに関係する改正（案）のページを抜粋しています。確定後の改正内容については、必ず正式な厚生労

働省の省令・告示・通知・Ｑ＆Ａをご確認ください。 

○ 厚生労働省の正式な省令・告示・通知・Ｑ＆Ａ等は、厚生労働省のホームページに掲載されているほ

か、以下のホームページにも掲載中です。また、新たにＱ＆Ａ等が発出された場合も、同じく掲載予定

ですので、随時、更新内容の確認をお願いします。 
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７．居宅療養管理指導

61

７．居宅療養管理指導

①訪問人数等に応じた評価の見直し

②看護職員による居宅療養管理指導の廃止

③離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供

改定事項
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７．居宅療養管理指導 ①訪問人数等に応じた評価の見直し

○ 現在、同一日に同じ建物に居住する者（同一建物居住者）に対し指導・助言等を行った場合は減額した評価を
行っているが、平成28 年度診療報酬改定において、訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数（単一
建物居住者の人数）によって、メリハリのある評価とする等の見直しが行われた。

○ これを踏まえ、医療保険と介護保険との整合性の観点から、単一建物に居住する人数に応じて、以下のように
評価することとするとともに、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要な見直しを行う。
・ 単一建物居住者が１人
・ 単一建物居住者が２～９人
・ 単一建物居住者が10 人以上

概要

○医師が行う場合
（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ）

＜現行＞ ＜改定後＞
・同一建物居住者以外 503単位 → ・単一建物居住者が１人 507単位
・同一建物居住者 452単位 ・単一建物居住者が２～９人 483単位

・単一建物居住者が10人以上 442単位
※ 歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等の居宅療養管理指導についても同様の評価を行う。
※ 詳細は次ページ参照

単位数

○ 同一建物居住者と単一建物居住者の定義の違いは以下のとおり。
＜同一建物居住者＞

当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の医師等が同一日に訪問診
療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者

＜単一建物居住者＞
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪

問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者

算定要件等

※介護予防居宅療養管理指導を含む
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７．居宅療養管理指導 基本報酬

○医師が行う場合
（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ） ＜現行＞ ＜改定後＞

（Ⅱ以外の場合に算定）
同一建物居住者以外 503単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 507単位
同一建物居住者 452単位 単一建物居住者が２～９人 483単位

単一建物居住者が10人以上 442単位
（２）居宅療養管理指導費（Ⅱ）

（在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定）
同一建物居住者以外 292単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 294単位
同一建物居住者 262単位 単一建物居住者が２～９人 284単位

単一建物居住者が10人以上 260単位

○歯科医師が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞
同一建物居住者以外 503単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 507単位
同一建物居住者 452単位 単一建物居住者が２～９人 483単位

単一建物居住者が10人以上 442単位

○薬剤師が行う場合
（１）病院又は診療所の薬剤師 ＜現行＞ ＜改定後＞

同一建物居住者以外 553単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 558単位
同一建物居住者 387単位 単一建物居住者が２～９人 414単位

単一建物居住者が10人以上 378単位
（２）薬局の薬剤師

同一建物居住者以外 503単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 507単位
同一建物居住者 352単位 単一建物居住者が２～９人 376単位

単一建物居住者が10人以上 344単位

○管理栄養士が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞
同一建物居住者以外 533単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 537単位
同一建物居住者 452単位 単一建物居住者が２～９人 483単位

単一建物居住者が10人以上 442単位

○歯科衛生士等が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞
同一建物居住者以外 352単位 ⇒ 単一建物居住者が１人 355単位
同一建物居住者 302単位 単一建物居住者が２～９人 323単位

単一建物居住者が10人以上 295単位

○看護職員が行う場合 ＜現行＞ ＜改定後＞
同一建物居住者以外 402単位 ⇒ なし（廃止）
同一建物居住者 362単位

単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり
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64

７．居宅療養管理指導 ②看護職員による居宅療養管理指導の廃止

○ 看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、６か月の経過措置期間を設けた上で廃
止する。

概要

○看護職員が行う場合
＜現行＞ ＜改定後＞

同一建物居住者以外 402単位 ⇒ なし（廃止）
同一建物居住者 362単位

単位数

※介護予防居宅療養管理指導を含む
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７．居宅療養管理指導 ③離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供

○ 離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する訪問介護等の提供を促進する観点から、他の訪問系サービス
と同様に、居宅療養管理指導においても、「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を新たに創設することとする。

○ また、現行において居宅療養管理指導については、通常の事業の実施地域を定めることが求められていないが、
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常
の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを求めることとする。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 特別地域加算 所定単位数の100分の15（新設）

中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10（新設）
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の５（新設）

単位数

○特別地域加算：離島振興法、山村振興法等の指定地域等の特別地域（※１）に所在する事業所が居宅サービスを
行うことを評価するもの

※１：離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、山村振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法等に定める地域

○中山間地域等における小規模事業所加算：特別地域の対象地域を除く豪雪地帯、過疎地域等の中山間地域等（※
２）における小規模事業所（※３）が居宅サービスを行うことを評価するもの

※２：特別地域加算対象地域以外の地域で、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、
半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、過疎地域自立促進特別措置法に定める地域

※３：１月当たり延訪問回数が50回以下の指定居宅療養管理指導事業所、５回以下の指定介護予防居宅療養管理指導事業所

○中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算：特別地域、中山間地域等（※４）に居住している利用者に対
し、通常の事業の実施地域を越えて居宅サービスを行うことを評価するもの

※４：特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算の対象地域

算定要件等

※介護予防居宅療養管理指導を含む

3



居宅療養管理指導費

注 注 注

※　ハ（２）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

※　ヘ（１）（２）については、平成30年４月１日から平成30年９月30日までの間、算定できるものとする。

（３）　（１）及び（２）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（442単位）

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （402単位）

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　（362単位）

ヘ　保健師、看護師が行う場合

注
准看護師が行う場合
               ×90／１００

注
特別な薬剤の投薬が行われている在
宅の利用者又は居住系施設入居者等
に対して、当該薬剤の使用に関する必
要な薬学的管理指導を行った場合
　
　　　　　　　 ＋100単位

ホ　歯科衛生士等が行う場合
　　（月４回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（355単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（323単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（295単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　（344単位）

ニ　管理栄養士が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（537単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（483単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（442単位）

ハ　薬剤師が行う場合

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　（284単位）

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
　　　（在宅時医学総合管理料
　　　又は特定施設入居時等
　　　医学総合管理料を算定
　　　する場合）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（507単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（483単位）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
　　　（（２）以外）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　（558単位）

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　（414単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　（378単位）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　　（月４回を限度）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　（507単位）

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　（376単位）

２　介護報酬の算定構造（案）

中山間地域等
に居住する者へ
のサービス提供
加算

基本部分

＋15／１００ ＋10／１００ ＋5／１００

イ　医師が行う場合
　　（月２回を限度）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　（507単位）

ロ　歯科医師が行う場合
　　（月２回を限度）

特別地域居宅
療養管理指導
加算

中山間地域等
における小規模
事業所加算

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　（483単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　（442単位）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　（294単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　（260単位）

（１）　病院又は診療所の
　　　薬剤師が行う場合
　　（月２回を限度）
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介護予防居宅療養管理指導費

注 注 注

※　ハ（２）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

※　ヘ（１）（２）については、平成30年４月１日から平成30年９月30日までの間、算定できるものとする。

ヘ　保健師、看護師が
     行う場合

（１）　同一建物居住者以外の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （402単位）

注
准看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　×90／１００

（２）　同一建物居住者に対して行う場合（同一日の訪問）
　　　　　　                                                    （362単位）

ニ　管理栄養士が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（537単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（483単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（442単位）

ホ　歯科衛生士等が
     行う場合
　　（月４回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（355単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（323単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（295単位）

＋5／１００

注

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（483単
位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（442単
位）

（２）　介護予防居宅療養
 管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料
又は特定施設入居時等医
学総合管理料を算定する
場合）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（294単
位）

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（284単
位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（260単
位）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（507単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（483単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（442単位）

（１）　病院又は診療所の
　　　薬剤師が行う場合
　　（月２回を限度）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（558単
位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在
宅の利用者又は居住系施設入居者等
に対して、当該薬剤の使用に関する必
要な薬学的管理指導を行った場合
　
　　　　　　　　　　　＋100単位

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（414単
位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（378単
位）

イ　医師が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　介護予防居宅療養
 管理指導費（Ⅰ）
 （（２）以外）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（507単
位）

＋15／１００ ＋10／１００

ロ　歯科医師が行う場合
　　（月２回を限度）

ハ　薬剤師が行う場合

（２）　薬局の薬剤師の場合
　　（月４回を限度）

（一）　単一建物居住者１人に対
して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（507単
位）

（二）　単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　（376単
位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
　　　　　　　　　　　　　　（344単
位）

基本部分

特別地域介護
予防居宅療養
管理指導加算

中山間地域等
における小規模
事業所加算

中山間地域等
に居住する者へ
のサービス提供
加算
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（
別

紙
１

，
１

－
２

）

事
 業

 所
 番

 号

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

地
域

区
分

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

備
考

　
　

事
業

所
・

施
設

に
お

い
て

、
施

設
等

の
区

分
欄

、
人

員
配

置
区

分
欄

、
そ

の
他

該
当

す
る

体
制

等
欄

に
掲

げ
る

項
目

に
つ

き
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　
　
　
　
〇
加
算
を
算
定
す
る
際
は
、
熊
本
県
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
　
〇
届
出
に
は
「
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
以
外
に
も
、
「
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書
」
「
自
己
点
検
表
」

　
　
　
　
　
　
そ
の
他
届
出
内
容
に
応
じ
た
添
付
資
料
が
必
要
で
す
。

　
　
　
　
　
〇
加
算
の
算
定
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
熊
本
県
Ｈ
Ｐ
を
御
確
認
く
だ
さ
い
（
各
様
式
も
掲
載
し
て
い
ま
す
）
。

「
熊
本
県
Ｈ
Ｐ
＞
健
康
・
福
祉
＞
介
護
＞
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
＞
各
種
申
請
＞
体
制
届
（
加
算
関
係
）
」

3
1

居
宅

療
養

管
理

指
導

3
4

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

（
居

宅
療

養
管

理
指

導
、

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

）

提
供

サ
ー

ビ
ス

そ
　

 　
　

の
　

 　
　

他
　

　
 　

該
　

　
 　

当
　

　
 　

す
 　

　
　

る
 　

　
　

体
 　

　
　

制
 　

　
　

等
割

 引

各
サ

ー
ビ

ス
共

通
１

　
１

級
地

　
　

　
６

　
２

級
地

　
７

　
３

級
地

　
　

　
２

　
４

級
地

　
３

　
５

級
地

４
　

６
級

地
　

　
　

９
　

７
級

地
　

５
　

そ
の

他

（
削
（
削
（
削

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
） 

（
削
除
）
 

（
削

３　介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
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【基準省令】 
 
 
 
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準等の一部を改正する省令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 設 備 及 び 備 品 等 ） （ 設 備 及 び 備 品 等 の 要 件 ）

第 七 十 七 条 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 、 介 護 老 人 保 健 施 設 又 は 介 護

医 療 院 で あ っ て 、 事 業 の 運 営 を 行 う た め に 必 要 な 広 さ を 有 す る 専 用 の 区 画 を 設 け て い る と と も

に 、 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な け れ ば

な ら な い 。

第 七 十 七 条 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 又 は 介 護 老 人 保 健 施 設 で あ っ

て 、 事 業 の 運 営 を 行 う た め に 必 要 な 広 さ を 有 す る 専 用 の 区 画 を 設 け て い る と と も に 、 指 定 訪 問

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な け れ ば な ら な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 基 本 方 針 ） （ 基 本 方 針 ）

第 八 十 四 条 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 該 当 す る 居 宅 療 養 管 理 指 導 （ 以 下 「 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 」 と

い う 。 ） の 事 業 は 、 要 介 護 状 態 と な っ た 場 合 に お い て も 、 そ の 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お

い て 、 そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬

剤 師 、 歯 科 衛 生 士 （ 歯 科 衛 生 士 が 行 う 居 宅 療 養 管 理 指 導 に 相 当 す る も の を 行 う 保 健 師 、 看 護 師

及 び 准 看 護 師 を 含 む 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 管 理 栄 養 士 が 、 通 院 が 困 難 な 利 用 者 に 対

し て 、 そ の 居 宅 を 訪 問 し て 、 そ の 心 身 の 状 況 、 置 か れ て い る 環 境 等 を 把 握 し 、 そ れ ら を 踏 ま え

て 療 養 上 の 管 理 及 び 指 導 を 行 う こ と に よ り 、 そ の 者 の 療 養 生 活 の 質 の 向 上 を 図 る も の で な け れ

ば な ら な い 。

第 八 十 四 条 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 該 当 す る 居 宅 療 養 管 理 指 導 （ 以 下 「 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 」 と

い う 。 ） の 事 業 は 、 要 介 護 状 態 と な っ た 場 合 に お い て も 、 そ の 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お

い て 、 そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬

剤 師 、 看 護 職 員 （ 歯 科 衛 生 士 が 行 う 居 宅 療 養 管 理 指 導 に 相 当 す る も の を 行 う 保 健 師 、 看 護 師 及

び 准 看 護 師 を 除 い た 保 健 師 、 看 護 師 又 は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） 、 歯 科 衛

生 士 （ 歯 科 衛 生 士 が 行 う 居 宅 療 養 管 理 指 導 に 相 当 す る も の を 行 う 保 健 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師

を 含 む 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 管 理 栄 養 士 が 、 通 院 が 困 難 な 利 用 者 に 対 し て 、 そ の 居

宅 を 訪 問 し て 、 そ の 心 身 の 状 況 、 置 か れ て い る 環 境 等 を 把 握 し 、 そ れ ら を 踏 ま え て 療 養 上 の 管

理 及 び 指 導 を 行 う こ と に よ り 、 そ の 者 の 療 養 生 活 の 質 の 向 上 を 図 る も の で な け れ ば な ら な い 。

（ 従 業 者 の 員 数 ） （ 従 業 者 の 員 数 ）

第 八 十 五 条 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 」 と い

う 。 ） が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 」 と い う 。 ） ご と に 置 く べ き

従 業 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 居 宅 療 養 管 理 指 導 従 業 者 」 と す る 。 ） の 員 数 は 、 次 に 掲 げ る 指 定

居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る と お り と す る 。

第 八 十 五 条 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 」 と い

う 。 ） が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 」 と い う 。 ） ご と に 置 く べ き

従 業 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 居 宅 療 養 管 理 指 導 従 業 者 」 と す る 。 ） の 員 数 は 、 次 に 掲 げ る 指 定

居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る と お り と す る 。

一 病 院 又 は 診 療 所 で あ る 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 一 病 院 又 は 診 療 所 で あ る 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所

イ （ 略 ） イ （ 略 ）

ロ 薬 剤 師 、 歯 科 衛 生 士 又 は 管 理 栄 養 士 そ の 提 供 す る 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 内 容 に 応 じ

た 適 当 数

ロ 薬 剤 師 、 看 護 職 員 、 歯 科 衛 生 士 又 は 管 理 栄 養 士 そ の 提 供 す る 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の

内 容 に 応 じ た 適 当 数

二 （ 略 ） 二 （ 略 ）

（ 削 る ） 三 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 （ 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 及 び 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン （ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 六 十 三 条 第 一 項 に い う 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン を い う 。 ） を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） で あ る 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所

看 護 職 員

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 設 備 及 び 備 品 等 ） （ 設 備 及 び 備 品 等 ）

第 八 十 六 条 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 又 は 薬 局 で あ っ て 、 指 定 居 宅 療 養 管

理 指 導 の 事 業 の 運 営 に 必 要 な 広 さ を 有 し て い る ほ か 、 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 必 要 な 設

備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な け れ ば な ら な い 。

第 八 十 六 条 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 、 薬 局 又 は 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ

ン 等 で あ っ て 、 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 の 運 営 に 必 要 な 広 さ を 有 し て い る ほ か 、 指 定 居 宅

療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な け れ ば な ら な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

平
成


年

月


日

木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報




改 正 後 改 正 前

目 次 目 次

第 一 章 （ 略 ） 第 一 章 （ 略 ）

平
成


年

月


日

木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 厚 生 労 働 省 令 第 四 号

介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 及 び 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を

次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 一 月 十 八 日 厚 生 労 働 大 臣 加 藤 勝 信

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

（ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 三 十 七 号 。 附 則 第 一 条 及 び 附 則 第 二 条 に お い て 「 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う 。 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応

し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な

る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象

規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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第 十 七 条 第 百 十 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 療 養 病 床 等 を 有 す る 病 院 又 は 病 床 を 有 す る 診 療 所 の 開

設 者 が 、 当 該 病 院 の 療 養 病 床 等 又 は 当 該 診 療 所 の 病 床 を 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に

転 換 （ 当 該 病 院 の 療 養 病 床 等 又 は 当 該 診 療 所 の 病 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院

等 の 施 設 を 介 護 医 療 院 、 軽 費 老 人 ホ ー ム そ の 他 の 要 介 護 者 、 要 支 援 者 そ の 他 の 者 を 入 所 又 は 入

居 さ せ る た め の 施 設 の 用 に 供 す る こ と を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を 行 っ て 指 定 地 域 密 着 型 特

定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 医 療 機 関 併 設 型 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 （ 介 護 老 人 保 健 施

設 、 介 護 医 療 院 又 は 病 院 若 し く は 診 療 所 に 併 設 さ れ る 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 を い う 。 以 下 こ

の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） の 生 活 相 談 員 、 機 能 訓 練 指 導 員 及 び 計 画 作 成 担 当 者 の 員 数 の 基 準

は 、 次 の と お り と す る 。

（ 新 設 ）

一 機 能 訓 練 指 導 員 併 設 さ れ る 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 医 療 院 又 は 病 院 若 し く は 診 療 所 の 理

学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 又 は 言 語 聴 覚 士 に よ り 当 該 医 療 機 関 併 設 型 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 の

利 用 者 の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認 め ら れ る と き は 、 置 か な い こ と が で き る こ と 。

二 生 活 相 談 員 又 は 計 画 作 成 担 当 者 当 該 医 療 機 関 併 設 型 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 の 実 情 に 応

じ た 適 当 数

第 十 八 条 第 百 十 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 療 養 病 床 等 を 有 す る 病 院 又 は 病 床 を 有 す る 診 療 所 の

開 設 者 が 、 当 該 病 院 の 療 養 病 床 等 又 は 当 該 診 療 所 の 病 床 を 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

に 転 換 を 行 っ て 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 事 業 を 行 う 場 合 の 医 療 機 関 併 設 型 指

定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に お い て は 、 併 設 さ れ る 介 護 老 人 保 健 施 設 、 介 護 医 療 院 又 は 病 院 若 し く

は 診 療 所 の 施 設 を 利 用 す る こ と に よ り 、 当 該 医 療 機 関 併 設 型 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 の 利 用 者

の 処 遇 が 適 切 に 行 わ れ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 医 療 機 関 併 設 型 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に

浴 室 、 便 所 及 び 食 堂 を 設 け な い こ と が で き る 。

（ 新 設 ）

改 正 後 改 正 前

目 次 目 次

第 一 章 〜 第 八 章 （ 略 ） 第 一 章 〜 第 八 章 （ 略 ）

第 九 章 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 第 九 章 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護

第 一 節 〜 第 六 節 （ 略 ） 第 一 節 〜 第 六 節 （ 略 ）

第 七 節 共 生 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 関 す る 基 準 （ 第 百 六 十 五 条 第 百 七 十 八 条 ） 第 七 節 削 除

第 八 節 （ 略 ） 第 八 節 （ 略 ）

第 十 章 〜 第 十 三 章 （ 略 ） 第 十 章 〜 第 十 三 章 （ 略 ）

附 則 附 則

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ）

第 一 条 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 四 条 第 二 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 、 共 生 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事

業 に 係 る 法 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 二 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 及 び 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス

の 事 業 に 係 る 法 第 百 十 五 条 の 四 第 三 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準

に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 基 準 と す る 。

第 一 条 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 に 係 る 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 四 条 第 二 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 及 び 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事

業 に 係 る 法 第 百 十 五 条 の 四 第 三 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 規 定 に よ る 基 準 と す る 。

平
成


年

月


日

木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

（ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 五 号 。 附 則 第 一 条

及 び 附 則 第 四 条 に お い て 「 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 」 と い う 。 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象

規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す

る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。




（ 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 具 体 的 取 扱 方 針 ） （ 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 具 体 的 取 扱 方 針 ）

第 八 十 九 条 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 方 針 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る

も の と す る 。

第 八 十 九 条 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 方 針 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る

も の と す る 。

一 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 当 た っ て は 、 訪 問 診 療 等 に よ り 常 に 利 用 者 の 病 状 及 び 心 身

の 状 況 を 把 握 し 、 計 画 的 か つ 継 続 的 な 医 学 的 管 理 又 は 歯 科 医 学 的 管 理 に 基 づ い て 、 居 宅 介 護

支 援 事 業 者 に 対 す る 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 等 に 必 要 な 情 報 提 供 並 び に 利 用 者 又 は そ の 家 族

に 対 し 、 居 宅 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 留 意 事 項 、 介 護 方 法 等 に つ い て の 指 導 、 助 言 等 を 行 う 。

一 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 当 た っ て は 、 訪 問 診 療 等 に よ り 常 に 利 用 者 の 病 状 及 び 心 身

の 状 況 を 把 握 し 、 計 画 的 か つ 継 続 的 な 医 学 的 管 理 又 は 歯 科 医 学 的 管 理 に 基 づ い て 、 居 宅 介 護

支 援 事 業 者 等 に 対 す る 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 等 に 必 要 な 情 報 提 供 並 び に 利 用 者 又 は そ の 家

族 に 対 し 、 居 宅 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 留 意 事 項 、 介 護 方 法 等 に つ い て の 指 導 、 助 言 等 を 行

う 。

二 〜 七 （ 略 ） 二 〜 七 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 削 る ） ３ 看 護 職 員 の 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 方 針 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る も の と す る 。

一 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 当 た っ て は 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 等 に 対 す る 居 宅 サ ー ビ ス

計 画 の 作 成 等 に 必 要 な 情 報 提 供 並 び に 利 用 者 に 対 す る 療 養 上 の 相 談 及 び 支 援 を 行 う こ と 。

二 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 当 た っ て は 、 懇 切 丁 寧 に 行 う こ と を 旨 と し 、 利 用 者 又 は そ

の 家 族 に 対 し 、 療 養 上 必 要 な 事 項 に つ い て 、 理 解 し や す い よ う に 指 導 又 は 助 言 を 行 う こ と 。

三 そ れ ぞ れ の 利 用 者 に つ い て 、 提 供 し た 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 内 容 に つ い て 、 速 や か に 記

録 を 作 成 す る と と も に 、 医 師 又 は 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 等 に 報 告 す る こ と 。

（ 運 営 規 程 ） （ 運 営 規 程 ）

第 九 十 条 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ご と に 、 次 に 掲 げ る 事

業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 運 営 規 程 」 と い う 。 ） を 定 め

て お か な け れ ば な ら な い 。

第 九 十 条 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ご と に 、 次 に 掲 げ る 事

業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 運 営 規 程 」 と い う 。 ） を 定 め

て お か な け れ ば な ら な い 。

一 〜 四 （ 略 ） 一 〜 四 （ 略 ）

五 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 （ 新 設 ）

六 （ 略 ） 五 （ 略 ）

（ 準 用 ） （ 準 用 ）

第 百 五 条 第 八 条 か ら 第 十 七 条 ま で 、 第 十 九 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 六 条 、 第 二 十 七 条 、 第 三 十

二 条 か ら 第 三 十 四 条 ま で 、 第 三 十 五 条 か ら 第 三 十 六 条 の 二 ま で 、 第 三 十 八 条 及 び 第 五 十 二 条 の

規 定 は 、 指 定 通 所 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 八 条 中 「 第 二 十 九 条 」

と あ る の は 「 第 百 条 」 と 、「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 通 所 介 護 従 業 者 」 と 、 第 三 十 二 条 中 「 訪

問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 通 所 介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 百 五 条 第 八 条 か ら 第 十 七 条 ま で 、 第 十 九 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 六 条 、 第 二 十 七 条 、 第 三 十

二 条 か ら 第 三 十 六 条 の 二 ま で 、 第 三 十 八 条 及 び 第 五 十 二 条 の 規 定 は 、 指 定 通 所 介 護 の 事 業 に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 八 条 中 「 第 二 十 九 条 」 と あ る の は 「 第 百 条 」 と 、「 訪 問 介

護 員 等 」 と あ る の は 「 通 所 介 護 従 業 者 」 と 、 第 三 十 二 条 中 「 訪 問 介 護 員 等 」 と あ る の は 「 通 所

介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 五 節 共 生 型 居 宅 サ ー ビ ス に 関 す る 基 準 第 五 節 削 除

（ 共 生 型 通 所 介 護 の 基 準 ）

第 百 五 条 の 二 通 所 介 護 に 係 る 共 生 型 居 宅 サ ー ビ ス （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 共 生 型 通 所

介 護 」 と い う 。 ） の 事 業 を 行 う 指 定 生 活 介 護 事 業 者 （ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 八 条 第

一 項 に 規 定 す る 指 定 生 活 介 護 事 業 者 を い う 。 ） 、 指 定 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業 者 （ 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 五 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業 者 を い う 。 ） 、

指 定 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 者 （ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 六 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す

る 指 定 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 者 を い う 。 ） 、 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 者 （ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く

指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 十 五

号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 指 定 通 所 支 援 基 準 」 と い う 。 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 児 童 発 達

支 援 事 業 者 を い い 、 主 と し て 重 症 心 身 障 害 児 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ）

第 百 五 条 の 二 か ら 第 百 五 条 の 十 九 ま で 削 除
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二 （ 略 ） 二 （ 略 ）

（ 削 る ） 三 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 （ 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 六

十 条 第 一 項 に い う 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン を い う 。 ） 及 び 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ

ン を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） で あ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 看 護 職

員

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

第 八 十 九 条 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 又 は 薬 局 で あ っ て 、 指 定 介

護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 の 運 営 に 必 要 な 広 さ を 有 し て い る ほ か 、 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養

管 理 指 導 の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な け れ ば な ら な い 。

第 八 十 九 条 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 、 薬 局 又 は 指 定 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン 等 で あ っ て 、 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 の 運 営 に 必 要 な 広 さ を 有 し て い

る ほ か 、 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な

け れ ば な ら な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 運 営 規 程 ） （ 運 営 規 程 ）

第 九 十 一 条 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ご

と に 、 次 に 掲 げ る 事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。

第 九 十 一 条 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 者 は 、 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 ご

と に 、 次 に 掲 げ る 事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。

一 〜 四 （ 略 ） 一 〜 四 （ 略 ）

五 通 常 事 業 の 実 施 地 域 （ 新 設 ）

六 （ 略 ） 五 （ 略 ）

（ 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 具 体 的 取 扱 方 針 ） （ 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 具 体 的 取 扱 方 針 ）

第 九 十 五 条 （ 略 ） 第 九 十 五 条 （ 略 ）

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

（ 削 る ） ３ 看 護 職 員 の 行 う 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 方 針 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る も の と す

る 。
一 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 当 た っ て は 、 介 護 予 防 支 援 事 業 者 等 に 対 す る 介 護

予 防 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 等 に 必 要 な 情 報 提 供 並 び に 利 用 者 に 対 す る 療 養 上 の 相 談 及 び 支 援 を

行 う こ と 。

二 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 提 供 に 当 た っ て は 、 懇 切 丁 寧 に 行 う こ と を 旨 と し 、 利 用

者 又 は そ の 家 族 に 対 し 、 療 養 上 必 要 な 事 項 に つ い て 、 理 解 し や す い よ う に 指 導 又 は 助 言 を 行

う こ と 。

三 そ れ ぞ れ の 利 用 者 に つ い て 、 提 供 し た 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 内 容 に つ い て 、 速

や か に 記 録 を 作 成 す る と と も に 、 医 師 又 は 介 護 予 防 支 援 事 業 者 等 に 報 告 す る こ と 。

第 百 十 八 条 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 は 、 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン を 行 う に ふ さ わ し い 専 用 の 部 屋 等 で あ っ て 、 三 平 方 メ ー ト ル に 利 用 定 員 （ 当 該 指 定 介 護

予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 に お い て 同 時 に 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提

供 を 受 け る こ と が で き る 利 用 者 の 数 の 上 限 を い う 。 以 下 こ の 節 及 び 次 節 に お い て 同 じ 。 ） を 乗 じ

た 面 積 以 上 の も の を 有 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン 事 業 所 が 介 護 老 人 保 健 施 設 又 は 介 護 医 療 院 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 専 用 の 部 屋 等 の 面 積

に 利 用 者 用 に 確 保 さ れ て い る 食 堂 （ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 供 用 さ れ る も の に 限 る 。 ） の 面 積 を 加

え る も の と す る 。

第 百 十 八 条 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 は 、 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン を 行 う に ふ さ わ し い 専 用 の 部 屋 等 で あ っ て 、 三 平 方 メ ー ト ル に 利 用 定 員 （ 当 該 指 定 介 護

予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 に お い て 同 時 に 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提

供 を 受 け る こ と が で き る 利 用 者 の 数 の 上 限 を い う 。 以 下 こ の 節 及 び 次 節 に お い て 同 じ 。 ） を 乗 じ

た 面 積 以 上 の も の を 有 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン 事 業 所 が 介 護 老 人 保 健 施 設 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 専 用 の 部 屋 等 の 面 積 に 利 用 者 用 に 確

保 さ れ て い る 食 堂 （ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に 供 用 さ れ る も の に 限 る 。 ） の 面 積 を 加 え る も の と す る 。

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ）
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七 共 生 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 法 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 の 申 請 に 係 る 法 第 五 十 三 条 第 一 項

本 文 の 指 定 を 受 け た 者 に よ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス を い う 。

（ 新 設 ）

八 （ 略 ） 七 （ 略 ）

第 七 十 九 条 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 」 と い う 。 ） ご と に 置 く べ き 従 業 者 の 員 数 は 、 次 の と お り と す る 。

第 七 十 九 条 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 」 と い う 。 ） ご と に 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提 供 に 当 た

る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 又 は 言 語 聴 覚 士 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 又

は 言 語 聴 覚 士 」 と い う 。 ） を 置 か な け れ ば な ら な い 。

一 医 師 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提 供 に 当 た ら せ る た め に 必 要 な 一 以 上 の 数 （ 新 設 ）

二 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 又 は 言 語 聴 覚 士 一 以 上 （ 新 設 ）

２ 前 項 第 一 号 の 医 師 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 （ 新 設 ）

３ 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 が 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 （ 指 定 居

宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 事 業 と 指 定 訪 問

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 五 条 に 規 定 す る 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ

い て は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と

を も っ て 、 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。

２ 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 が 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 （ 指 定 居

宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） の 指 定 を 併 せ て 受 け 、 か つ 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 事 業 と 指 定 訪 問

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 五 条 に 規 定 す る 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 と が 同 一 の 事 業 所 に お い て 一 体 的 に 運 営 さ れ て い る 場 合 に つ

い て は 、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 人 員 に 関 す る 基 準 を 満 た す こ と

を も っ て 、 前 項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た し て い る も の と み な す こ と が で き る 。

第 八 十 条 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 、 介 護 老 人 保 健 施 設 又

は 介 護 医 療 院 で あ っ て 、 事 業 の 運 営 を 行 う た め に 必 要 な 広 さ を 有 す る 専 用 の 区 画 を 設 け て い る

と と も に 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る

も の で な け れ ば な ら な い 。

第 八 十 条 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 は 、 病 院 、 診 療 所 又 は 介 護 老 人 保 健 施 設

で あ っ て 、 事 業 の 運 営 を 行 う た め に 必 要 な 広 さ を 有 す る 専 用 の 区 画 を 設 け て い る と と も に 、 指

定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 提 供 に 必 要 な 設 備 及 び 備 品 等 を 備 え て い る も の で な け れ

ば な ら な い 。

２ （ 略 ） ２ （ 略 ）

第 八 十 七 条 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防

居 宅 療 養 管 理 指 導 」 と い う 。 ） の 事 業 は 、 そ の 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お い て 、 自 立 し た

日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 歯 科 衛 生 士 （ 歯 科 衛 生 士 が 行 う

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 に 相 当 す る も の を 行 う 保 健 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 を 含 む 。 以 下 こ

の 章 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 管 理 栄 養 士 が 、 通 院 が 困 難 な 利 用 者 に 対 し て 、 そ の 居 宅 を 訪 問 し て 、

そ の 心 身 の 状 況 、 置 か れ て い る 環 境 等 を 把 握 し 、 そ れ ら を 踏 ま え て 療 養 上 の 管 理 及 び 指 導 を 行

う こ と に よ り 、 利 用 者 の 心 身 機 能 の 維 持 回 復 を 図 り 、 も っ て 利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 向 上

を 目 指 す も の で な け れ ば な ら な い 。

第 八 十 七 条 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 該 当 す る 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防

居 宅 療 養 管 理 指 導 」 と い う 。 ） の 事 業 は 、 そ の 利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お い て 、 自 立 し た

日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 医 師 、 歯 科 医 師 、 薬 剤 師 、 看 護 職 員 （ 歯 科 衛 生 士 が 行 う 介

護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 に 相 当 す る も の を 行 う 保 健 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 を 除 い た 保 健 師 、

看 護 師 又 は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） 、 歯 科 衛 生 士 （ 歯 科 衛 生 士 が 行 う 介 護

予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 に 相 当 す る も の を 行 う 保 健 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 を 含 む 。 以 下 こ の 章

に お い て 同 じ 。 ） 又 は 管 理 栄 養 士 が 、 通 院 が 困 難 な 利 用 者 に 対 し て 、 そ の 居 宅 を 訪 問 し て 、 そ の

心 身 の 状 況 、 置 か れ て い る 環 境 等 を 把 握 し 、 そ れ ら を 踏 ま え て 療 養 上 の 管 理 及 び 指 導 を 行 う こ

と に よ り 、 利 用 者 の 心 身 機 能 の 維 持 回 復 を 図 り 、 も っ て 利 用 者 の 生 活 機 能 の 維 持 又 は 向 上 を 目

指 す も の で な け れ ば な ら な い 。

第 八 十 八 条 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理

指 導 事 業 者 」 と い う 。 ） が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 」

と い う 。 ） ご と に 置 く べ き 従 業 者 （ 以 下 「 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 従 業 者 」 と い う 。 ） の 員 数 は 、

次 に 掲 げ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る と お り と す

る 。

第 八 十 八 条 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 事 業 を 行 う 者 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理

指 導 事 業 者 」 と い う 。 ） が 当 該 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 」

と い う 。 ） ご と に 置 く べ き 従 業 者 （ 以 下 「 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 従 業 者 」 と い う 。 ） の 員 数 は 、

次 に 掲 げ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 次 に 定 め る と お り と す

る 。

一 病 院 又 は 診 療 所 で あ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 一 病 院 又 は 診 療 所 で あ る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所

イ 医 師 又 は 歯 科 医 師 イ 医 師 又 は 歯 科 医 師

ロ 薬 剤 師 、 歯 科 衛 生 士 又 は 管 理 栄 養 士 そ の 提 供 す る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 内

容 に 応 じ た 適 当 数

ロ 薬 剤 師 、 看 護 職 員 、 歯 科 衛 生 士 又 は 管 理 栄 養 士 そ の 提 供 す る 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管

理 指 導 の 内 容 に 応 じ た 適 当 数

平
成


年

月


日

木
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報
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【基準省令に関する通知】 
 
 
 
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関す
る基準について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別
紙

５
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新
 

旧
 

 当
該
計

画
の
作

成
に
当
た
っ
て

は
、
各
々

の
事
業
の

目
標
を
踏

ま
え
た
う

え
で
、
共
通
目
標
を
設
定
す
る

こ
と

。
ま
た
、
そ
の
達
成
に
向

け
て
各
々

の
事
業
の

役
割
を
明

確
に
し
た

上
で
、
利
用
者
に
対
し
て
一
連
の

サ
ー

ビ
ス
と
し
て
提
供
で
き
る

よ
う
、
個

々
の
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の

実
施
主
体
、
目
的
及
び
具
体
的
な

提
供

内
容
等
を
１
つ
の
計
画
と

し
て
分
か

り
や
す
く

記
載
す
る

よ
う
留
意

す
る
こ
と
。
 

⑦
 
指

定
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
及
び
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

に
お
い
て

整
合
性
の
と
れ
た
計

画
に

従
い
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
実
施

し
た
場
合

に
は
、
居
宅

基
準
第

8
0
条

第
４
項
に

規
定
す
る
診
療
記

録
を

一
括
し
て
管
理
し
て
も
差
し

支
え
な

い
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

⑧
 
（

略
）
 

（
４

）
 
（
略

）
 

（
５

）
準
用
 

居
宅
基

準
第

8
3
条
の
規

定
に
よ

り
、
居

宅
基
準
第

８
条
か
ら

第
1
3
条
ま

で
、
第

15
条

か
ら
第

1
9
条
ま

で
、
第

2
1
条
、
第

26
条
、
第

3
0
条

か
ら
第

33
条
ま
で
、
第

3
5
条
か
ら
第

38
条

ま
で
、
第

5
2
条
、
第

6
4

条
及

び
第

6
5
条
の
規
定
は
、
指

定
訪
問
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
さ
れ

る
も
の
で
あ
る

た
め

、
第
３
の
一
の
３
の

(１
)
か
ら

(９
)
ま

で
、
(
1
1
)、

(
1
4
)
、
（

2
0
）
か

ら
（
22
）
ま
で

及
び
（

2
4）

か

ら
（

2
8
）
ま
で
、
第
３
の
二
の
３

の
(
４
)
並

び
に
第

３
の
三
の

３
の
(２

)
を
参
照
さ
れ
た
い
こ
と
。
こ
の
場

合
に

お
い
て
、
次
の
点
に
留
意

す
る
も
の

と
す
る
。
 

①
・

②
 
（

略
）
 

五
 
居

宅
療
養

管
理
指

導
 

１
 
人

員
に

関
す
る
基
準
（
居

宅
基
準
第

8
5
条
）
 

指
定
居

宅
療
養

管
理
指

導
事
業
所
ご

と
に
置
く
べ

き
居
宅
療

養
管
理
指

導
従
業

者
の
員
数

は
、
次
に
掲
げ
る
指

定
居

宅
療
養

管
理
指
導
事
業
所
の
種
類
の

区
分
に

応
じ
、
次

に
定
め
る

と
お
り
と

し
た
も
の

で
あ
る
。
 

（
１

）
・
（

２
）
 

 
（
略
）
 

（
削

除
）
 

    ２
 
設

備
に
関

す
る
基

準
 

（
１

）
 
居

宅
基
準
第

8
6
条
は
、

指
定
居

宅
療
養
管
理
指
導
事

業
所
に
つ
い

て
は
、
 

①
 
病

院
、

診
療
所
又

は
薬
局

で
あ
る
こ

と
。
 

②
・
③

 
（

略
）
 

（
２

）
 

 （
略
）
 

３
 
運

営
に

関
す
る
基
準
 

（
１

）
 
 （

略
）
 

と
と
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

 

当
該
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
各
々
の
事
業
の
目
標
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
共
通
目
標
を

設
定

す
る

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
各
々
の
事
業
の
役
割
を
明
確
に
し
た
上
で
、
利
用
者
に
対
し
て

一
連
の

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
で
き
る
よ
う
、
個
々
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
主
体
、
目
的
及
び
具

体
的
な

提
供
内
容
等
を
１
つ
の
計
画
と
し
て
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

⑥
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
整
合
性
の
と
れ
た
計

画
に
従

い

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
基
準
省
令

第
8
0
条
第
４
項
に
規
定
す
る
診
療
記

録
を
一

括

し
て
管
理
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

⑦
 

（
略
）
 

（
４
）
 
（
略
）
 

(
５
)
 
準
用
 

居
宅
基
準
第

8
3
条
の
規
定
に
よ
り
、
居
宅
基
準
第
８
条
か
ら
第

1
3
条
ま
で
、
第

15
条
か
ら

第
1
9
条

ま
で

、

第
2
1
条
、
第

2
6
条
、
第

30
条
か
ら
第

3
3
条
ま
で
、
第

3
5
条
か
ら
第

38
条
ま
で
、
第

5
2
条
、

第
64

条
及

び
第

6
5
条
の
規
定
は
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
た

め
、

第
３
の
一
の
３
の

(１
)
か
ら
(
９
)
ま
で
、

(
1
1
)、

(
1
4
)及

び
(
1
9
)
か
ら

(
2
6
)ま

で
、
第
３
の
二
の
３

の
(
４
)
並

び
に
第
３
の
三
の
３
の

(
２
)を

参
照
さ
れ
た
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
点
に
留
意
す
る

も
の
と

す

る
。
 

①
・
②

 
（
略
）
 

五
 

居
宅
療
養
管
理
指
導
 

１
 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
居
宅
基
準
第

8
5
条
）
 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業
者
の
員
数
は
、
次
に

掲
げ
る

指

定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

（
１
）

・
（
２

）
 
 
（

略
）
 

（
３
）

 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

（
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
指
定
介
護
予
防
訪

問
看

護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー

ビ

ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

（
平
成

1
8
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
3
5
号

）

第
6
3
条
第
１
項
に
い
う
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お

い

て
同
じ
。
）

で
あ
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
 
看
護
職
員
 

２
 

設
備
に
関
す
る
基
準
 

（
１
）

 
居
宅
基
準
第

8
6
条
は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
 

①
 

病
院
、
診
療
所

、
薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
で
あ
る
こ
と
。
 

②
・
③

 
（

略
）
 

（
２
）

 
 （

略
）
 

３
 

運
営
に
関
す
る
基
準
 

（
１
）
 

 （
略
）
 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
抄
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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別
紙
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新
 

旧
 

（
２

）
 
指

定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具

体
的
取

扱
方
針
 

指
定

居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体

的
取
扱

方
針
に
つ

い
て
は
、
居
宅
基

準
第

8
9
条

の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、

次
の

点
に
留
意
す
る
も
の
と

す
る
。
 

①
・
②

 
（

略
）
 

③
 
薬

剤
師

、
歯
科

衛
生
士
及

び
管
理
栄

養
士
は

、
指
定
居

宅
療
養
管

理
指
導

を
行
っ
た

際
に
は
、
速
や
か
に
、

指
定

居
宅
療
養
管
理
指
導
を
実
施

し
た
要

介
護
者
等

の
氏
名
、

実
施
日
時

、
実
施
し
た
居
宅
療
養
管
理
指
導

の
要

点
及
び
担
当
者
の
氏
名
を
記

録
す
る

こ
と
。
 

（
３

）
 
運

営
規
程
 

居
宅

基
準
第

9
0
条
は
、
指
定
居

宅
療
養

管
理
指
導

の
事
業
の

適
正
な
運

営
及
び
利
用
者
に
対

す
る
適
切
な
指

定
居
宅

療
養

管
理
指
導
の
提
供
を
確

保
す
る
た
め

、
同
条
第

１
号
か
ら

第
５
号

ま
で
に
掲

げ
る
事
項
を
内
容
と

す
る
規

程
を

定
め
る
こ
と
を
指
定
居

宅
療
養
管
理

指
導
事
業

所
ご
と
に

義
務
づ

け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
な
お
、

第
４
号

の
「

指
定
居
宅
療
養
管
理
指

導
の
種
類
」

と
し
て
は

、
当
該
事

業
所
に

よ
り
提
供

さ
れ
る
指
定
居
宅
療

養
管
理

指
導

の
提
供
者
の
職
種

（
医
師
、

歯
科
医

師
、
薬
剤

師
、
歯
科

衛
生
士
、

管
理
栄
養

士
）
ご
と
の
種
類

を
規
定

す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

（
４

）
・
（

５
）
 
 
（
略
）

 

六
 
通

所
介

護
 

１
 
人

員
に

関
す
る
基
準
 

（
１
）

 
従

業
者
の
員
数
（
居

宅
基
準
第

9
3
条
）
 

①
 
指

定
通

所
介
護
の
単
位
と
は
、

同
時
に
、
一

体
的
に
提

供
さ
れ
る

指
定
通

所
介
護
を

い
う
も
の
で
あ
る
こ

と
か

ら
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

場
合
は

、
２
単
位

と
し
て
扱

わ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
単
位
ご
と
に
必
要
な
従

業
者

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

イ
 

（
略
）
 

ロ
 

午
前
と
午
後
と
で
別
の
利
用

者
に
対

し
て
指
定

通
所
介
護

を
提
供
す

る
場
合
ま
た
、
利
用
者
ご
と
に
策

定
し
た

通
所
介

護
計
画
に
位
置

づ
け
ら
れ

た
内
容

の
指
定
通
所
介

護
が
一
体
的

に
提
供
さ
れ
て
い
る
と
認

め
ら
れ

る
場
合

は
、
同
一
単
位

で
提
供
時

間
数
の

異
な
る
利

用
者
に
対

し
て
指

定
通
所
介

護
を
行
う
こ
と

も
可
能

で
あ
る

。
な
お
、
同
時

一
体
的
に

行
わ
れ

て
い
る
と

は
認
め
ら

れ
な
い
場

合
は
、
別
単
位
と
な
る

こ
と
に

留
意
す

る
こ
と
。
 

②
 
８

時
間

以
上
９
時

間
未
満
の

指
定
通

所
介
護

の
前
後
に

連
続
し
て

延
長
サ
ー

ビ
ス
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て

は
、

事
業
所
の
実
情
に
応
じ
て
、

適
当
数

の
従
業
者

を
配
置
す

る
も
の
と

す
る
。
 

 
③

～
⑧
 

（
略
）
 

（
２

）
 
（

略
）
 

（
３

）
 
機

能
訓
練

指
導
員
（
居
宅

基
準
第
9
3条

第
５
項
）

 

機
能

訓
練
指
導
員
は
、
日
常
生

活
を
営
む

の
に
必
要

な
機
能
の

減
退
を
防

止
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
能

力
を

有
す
る

者
と
さ
れ
た
が
、
こ

の
「
訓
練

を
行
う
能
力
を
有
す

る
者
」
と
は

、
理
学
療

法
士
、
作
業
療
法

士
、

言
語
聴

覚
士
、
看
護
職
員
、

柔
道
整
復

師
、
あ
ん
摩
マ
ッ
サ

ー
ジ
指
圧
師

、
は
り
師

又
は
き
ゅ
う
師
の

（
２
）

 
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
に
つ
い
て
は
、
居
宅
基
準
第

8
9
条
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ

る

ほ
か
、
次
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
 

①
・
②

 
（

略
）
 

③
 

薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
、
管
理
栄
養
士
及
び
看
護
職
員

は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ

た
際
に

は
、

速
や
か
に
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
実
施
し
た
要
介
護
者
等
の
氏
名
、
実
施
日
時
、
実
施
し
た

居
宅
療

養
管
理
指
導
の
要
点
及
び
担
当
者
の
氏
名
を
記
録
す
る
こ
と
。
 

（
３
）

 
運
営
規
程
 

居
宅
基
準
第

9
0
条
は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
の
適
正
な
運
営
及
び
利
用
者
に
対

す
る

適
切
な

指

定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
、
同
条
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
内
容

と

す
る
規
程
を
定
め
る
こ
と
を
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
ご
と
に
義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。
な

お
、

第
４
号
の
「
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
種
類
」
と
し
て
は
、
当
該
事
業
所
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
指

定
居
宅

療

養
管
理
指
導
の
提
供
者
の
職
種

（
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
、
管
理
栄
養
士

、
看

護
職
員
）

ご
と
の
種
類
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

（
４

）
・
（

５
）
 

 
（

略
）
 

六
 

通
所
介
護
 

１
 

人
員
に
関
す
る
基
準
 

（
１

）
 
従
業
者
の
員
数
（
居
宅
基
準
第

9
3
条
）
 

①
 

指
定
通
所
介
護
の
単
位
と
は
、
同
時
に
、
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
指
定
通
所
介
護
を
い
う
も
の

で
あ
る

こ

と
か
ら
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
２
単
位
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
ご
と
に
必

要
な
従

業
者
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

イ
 
（

略
）
 

ロ
 
午
前
と
午
後
と
で
別
の
利
用
者
に
対
し
て
指
定
通
所
介
護
を
提
供
す
る
場
合
ま
た
、
利
用
者
ご

と
に
策

定
し
た
通
所
介
護
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
内
容
の
通
所
介
護
が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
て
い
る

と
認

め
ら

れ
る
場
合
は
、
同
一
単
位
で
提
供
時
間
数
の
異
な
る
利
用
者
に
対
し
て
通
所
介
護
を
行
う
こ
と

も
可

能
で

あ
る
。
な
お
、
同
時
一
体
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
別
単
位
と
な

る
こ
と

に
留

意
す
る
こ
と
。
 

②
 

７
時
間

以
上
９
時
間
未
満
の
通
所
介
護
の
前
後
に
連
続
し
て
延
長
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は

、

事
業
所
の
実
情
に
応
じ
て
、
適
当
数
の
従
業
者
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
③
～
⑧
 
（
略
）
 

（
２
）
 
（
略
）
 

（
３
）
 
機
能
訓
練
指
導
員
（
居
宅
基
準
第

9
3条

第
５
項
）
 

機
能
訓
練
指
導
員
は
、
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
機
能
の
減
退
を
防
止
す
る
た
め
の
訓

練
を
行

う
能

力
を
有
す
る
者
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
訓
練
を
行
う
能
力
を
有
す
る
者
」
と
は
、
理
学
療
法
士
、
作

業
療
法

士
、
言
語
聴
覚
士
、
看
護
職
員
、
柔
道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
の
資
格
を
有
す
る

者
と
す

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
抄
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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【報酬告示】 
 
 
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 
 
 
 
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準 
 
 
 
厚生労働大臣が定める施設基準 
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

１ 訪問介護費 １ 訪問介護費

イ 身体介護が中心である場合 イ 身体介護が中心である場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位

⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 248単位 ⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 245単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 394単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 388単位

⑷ 所要時間１時間以上の場合 575単位に所要時間１時間から計 ⑷ 所要時間１時間以上の場合 564単位に所要時間１時間から計

算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数 算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

ロ 生活援助が中心である場合 ロ 生活援助が中心である場合

⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 181単位 ⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位

⑵ 所要時間45分以上の場合 223単位 ⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 98単位 ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位

注１ 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設 注１ 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等

備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「指 の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

定居宅サービス基準」という。）第５条第１項に規定する指定 第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１

訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等（同項に 項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問

規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、利用者（介護 介護員等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）

保険法施行令（平成10年政令第412号）第３条第１項第２号に が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規定する指

規定する厚生労働大臣が定める者（指定居宅介護等の提供に当 定訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した

たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成18年厚生労働省 時間ではなく、訪問介護計画（指定居宅サービス基準第24条第

告示第538号。注10において「居宅介護従業者基準」という。 １項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。）に位置付け

）第１条第３号、第８号及び第13号に規定する者を除く。）が られた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所

指定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規定する指定訪 定単位数を算定する。

問介護をいう。以下同じ。）を行う場合にあっては、65歳に達

した日の前日において、当該指定訪問介護事業所において事業

- 15 -

道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の医 道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の理

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が 学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し

協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、 、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビ

リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分 リテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ

に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する 、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては

３月に１回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれ 、次に掲げるその他の加算は算定しない。

かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。

イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位 イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 60単位

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位 ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位

ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位 （新設）

ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位 （新設）

８ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の ６ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の

医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、 医師（介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者が急性増

当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ 悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要

ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指 がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日

示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定 間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。

しない。

９ （略） ７ （略）

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハ （新設）

ビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を

行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを

行った場合は、１回につき20単位を所定単位数から減算する。

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略）

５ 居宅療養管理指導費 ５ 居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) ⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
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㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合

483単位 452単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位 （新設）

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) ⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 294単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合

284単位 262単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第１項に規 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所

定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の医 （指定居宅サービス基準第85条第１項に規定する指定居宅療養

師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医 管理指導事業所をいう。以下同じ。）の医師が同一日に訪問診

学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画 療、往診又は指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス基準第

の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限 84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）を

る。以下同じ。）並びに利用者又はその家族等に対する居宅サ 行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住

ービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及 者」という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して

び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住す 、⑴㈡及び⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限

る建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所 る。）であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養

の医師が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導 管理指導事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計

（指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指 画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対す

導をいう。以下同じ。）を行っているものをいう。）の人数に る居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意

従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 を得て行うものに限る。以下同じ。）並びに利用者又はその家

族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法

等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限度

として算定する。

２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については ２ ⑴ついては⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については診

医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一

医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用 医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）

者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づ の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算

き、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要 定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して
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な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。 行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員

に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った

場合に、所定単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特

別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位数の

100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき

所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算

する。

５ 指定居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労働大臣が （新設）

定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施

地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通常の事

業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指導を行

った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当する単

位数を所定単位数に加算する。

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問し 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が同

て行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援 一日に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該

専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並 利用者（以下この注において「同一建物居住者」という。）を除

びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上 く。）であって通院が困難なものに対して、⑵については在宅の

での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合 利用者（同一建物居住者に限る。）であって通院が困難なものに

に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者 対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利

のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、同一 用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に

14
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月に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行っているもの 基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必

をいう。）の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位 要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービス

数を算定する。 を利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を

行った場合に、１月に２回を限度として算定する。

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は

、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単位

数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の歯科医師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回に

つき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に

加算する。

４ 指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚生労働大 （新設）

臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通常

の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指導

を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当す

る単位数を所定単位数に加算する。

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 558単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 414単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 387単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 378単位 （新設）

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 376単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 352単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 344単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬 物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所
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局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当 の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用 用者（以下この注１において「同一建物居住者」という。）を

者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対す 除く。）であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡に

る居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に ついては在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通

、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者の 院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の

うち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に 薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては

指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従 、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬

い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度とし 学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な

て、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては 管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の

、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し 策定等に必要な情報提供を行った場合に、１月に２回（薬局の

、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１ 薬剤師にあっては、４回）を限度として算定する。ただし、薬

月に８回を限度として、所定単位数を算定する。 局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して

、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

１週に２回、かつ、１月に８回を限度として算定する。

２ （略） ２ （略）

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、

特別地域居宅療養管理指導として、１回につき所定単位数の10

0分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回につ

き所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加

算する。

５ 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣 （新設）

が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実

施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通常の

事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指導を

行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当する

単位数を所定単位数に加算する。

15
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ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 537単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が

業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の 同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ

指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供 の注において「同一建物居住者」という。）を除く。）であって

及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用 通院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者

者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理 （同一建物居住者に限る。）であって通院又は通所が困難なもの

指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管理指導を に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療

行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回を限度と 養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行って

して、所定単位数を算定する。 いる医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る

情報提供及び指導又は助言を行った場合に、１月に２回を限度と

して算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合

は、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定単

位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の管理栄養士が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回

につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数

に加算する。

４ 指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に厚生労働 （新設）

大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する通

常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理指

導を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相当
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する単位数を所定単位数に加算する。

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 355単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 323単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事 他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士が

業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員（以下「歯科衛生士等 同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者（以下こ

」という。）が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯 の注において「同一建物居住者」という。）を除く。）であって

科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行っ 通院又は通所が困難なものに対して、⑵については在宅の利用者

た場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住 （同一建物居住者に限る。）であって通院又は通所が困難なもの

する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士 に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療

等が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう 養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利

。）の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算 用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当

定する。 該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、１月に４回を限度

として算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理 （新設）

指導事業所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場

合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につき所定

単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する

。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業

所の歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合は、１

回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位

数に加算する。

４ 指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域（指定居宅サービス基準第90条第５号に規定する

16
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通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定居宅療養管理

指導を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の５に相

当する単位数を所定単位数に加算する。

ヘ （略） ヘ （略）

６ 通所介護費 ６ 通所介護費

イ 通常規模型通所介護費 イ 通常規模型通所介護費

⑴ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑴ 所要時間３時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 362単位 ㈠ 要介護１ 380単位

㈡ 要介護２ 415単位 ㈡ 要介護２ 436単位

㈢ 要介護３ 470単位 ㈢ 要介護３ 493単位

㈣ 要介護４ 522単位 ㈣ 要介護４ 548単位

㈤ 要介護５ 576単位 ㈤ 要介護５ 605単位

⑵ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 （新設）

㈠ 要介護１ 380単位

㈡ 要介護２ 436単位

㈢ 要介護３ 493単位

㈣ 要介護４ 548単位

㈤ 要介護５ 605単位

⑶ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 ⑵ 所要時間５時間以上７時間未満の場合

㈠ 要介護１ 558単位 ㈠ 要介護１ 572単位

㈡ 要介護２ 660単位 ㈡ 要介護２ 676単位

㈢ 要介護３ 761単位 ㈢ 要介護３ 780単位

㈣ 要介護４ 863単位 ㈣ 要介護４ 884単位

㈤ 要介護５ 964単位 ㈤ 要介護５ 988単位

⑷ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 （新設）

㈠ 要介護１ 572単位

㈡ 要介護２ 676単位

㈢ 要介護３ 780単位

㈣ 要介護４ 884単位

㈤ 要介護５ 988単位
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表

（削る） １ 介護予防訪問介護費（１月につき）

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 1,168単位

ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 2,335単位

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 3,704単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所（介護保険法

施行規則等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４

号）附則第２条第３号及び第４条第３号の規定によりなおその

効力を有するものとされた同令第５条の規定による改正前の指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定

介護予防サービス基準」という。）第５条第１項に規定する指

定介護予防訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員

等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、指

定介護予防訪問介護（旧指定介護予防サービス基準第４条に規

定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場

合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する

。

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 介護予防サービス計画（介護保険

法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条の

２第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険

法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第83条の９第１号ハ

及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）において１週に

１回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者
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つき230単位を所定単位数に加算する。

８ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者 ６ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者

の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く の主治の医師（介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者

。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビ が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを

リテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は 行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日

、その指示の日から14日間に限って、介護予防訪問リハビリテ から14日間に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算

ーション費は算定しない。 定しない。

９ （略） ７ （略）

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防 （新設）

訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護予防

訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき20単位を

所定単位数から減算する。

ロ 事業所評価加算 120単位 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう

。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単

位数を加算する。

ハ （略） ロ （略）

４ 介護予防居宅療養管理指導費 ５ 介護予防居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) ⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位 （新設）

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) ⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 294単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 284単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位
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㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス基準第88 物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指

条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をい 導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第１項に規定する

う。以下同じ。）の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う 指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の

計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員等に 医師が同一日に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理

対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用 指導（指定介護予防サービス基準第87条に規定する指定介護予

者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。）並びに利用者又 防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）を行う場合の当該利

はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意 用者（以下この注１において「同一建物居住者」という。）を

点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一 除く。）であって通院が困難なものに対して、⑴㈡及び⑵㈡に

建物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、 ついては在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通

当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が、同一月に 院が困難なものに対して、当該指定介護予防居宅療養管理指導

訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護 事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ

予防サービス基準第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理 継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介護

指導をいう。以下同じ。）を行っているものをいう。）の人数 予防サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を

に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 得て行うものに限る。以下同じ。）並びに利用者又はその家族

等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方

法等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回を限

度として算定する。

２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については ２ ⑴については⑵を算定する場合以外の場合に、⑵については

医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第

医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用 一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。

者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づ ）の在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を

き、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等 算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問し

に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。 て行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供

を行った場合に、所定単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅 （新設）

療養管理指導事業所の医師が指定介護予防居宅療養管理指導を

行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算として

- 325 -

、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の医師が指定介護予防居宅療養管理指導を行った場

合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を

所定単位数に加算する。

５ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の医師が、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91条第５号に規定

する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防

居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の10

0分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ロ 歯科医師が行う場合 ロ 歯科医師が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅 他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科

を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、 医師が同一日に歯科訪問診療又は指定介護予防居宅療養管理指導

介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必 を行う場合の当該利用者（以下この注において「同一建物居住者

要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する介護予防サ 」という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して、⑵

ービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及 については在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通

び助言を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住す 院が困難なものに対して、当該指定介護予防居宅療養管理指導事

る建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指 業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ

導事業所の歯科医師が、同一月に歯科訪問診療又は指定介護予 継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員等に対する介

防居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い 護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又は

、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 その家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、

介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、１月に２回

を限度として算定する。
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２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅 （新設）

療養管理指導事業所の歯科医師が指定介護予防居宅療養管理指

導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算と

して、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を

所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の歯科医師が指定介護予防居宅療養管理指導を行っ

た場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単位

数を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、別に厚 （新設）

生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常

の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91条第５号に

規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護

予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数

の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ハ 薬剤師が行う場合 ハ 薬剤師が行う場合

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 558単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 414単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 387単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 378単位 （新設）

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 376単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 352単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 344単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の 物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指

指示（薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基 導事業所の薬剤師が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を

づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、 行う場合の当該利用者（以下この注１において「同一建物居住

当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門 者」という。）を除く。）であって通院が困難なものに対して
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員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供 、⑴㈡及び⑵㈡については在宅の利用者（同一建物居住者に限

を行った場合につき、単一建物居住者（当該利用者が居住する る。）であって通院が困難なものに対して、当該指定介護予防

建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導 居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示

事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を （薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき

行っているものをいう。）の人数に従い、１月に２回（薬局の 、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該

薬剤師にあっては、４回）を限度として、所定単位数を算定す 利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員等

る。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定 に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供を行

める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を った場合につき、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回

行った場合は、１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、 ）を限度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、

所定単位数を算定する。 別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、

薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に２回、かつ、１月

に８回を限度として算定する。

２ （略） ２ （略）

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅 （新設）

療養管理指導事業所（その一部として使用される事務所が当該

地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部

として使用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算

として、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数

を所定単位数に加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理

指導事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使

用される事務所の薬剤師が指定介護予防居宅療養管理指導を行

った場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単

位数を所定単位数に加算する。

５ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生 （新設)

労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の

事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91条第５号に規

20
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定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予

防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の

100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ニ 管理栄養士が行う場合 ニ 管理栄養士が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 537単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 533単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 442単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管 他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理

理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行ってい 栄養士が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合の当

る医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る 該利用者（以下この注において「同一建物居住者」という。）を

情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者（ 除く。）であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵につい

当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護 ては在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通院又は

予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定介 通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合す

護予防居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に る当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計

従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者

を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場

合に、１月に２回を限度として算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅 （新設）

療養管理指導事業所の管理栄養士が指定介護予防居宅療養管理

指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加算

として、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数

を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の管理栄養士が指定介護予防居宅療養管理指導を行

った場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する単

位数を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、別に （新設）
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厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通

常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91条第５号

に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介

護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位

数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ホ 歯科衛生士等が行う場合 ホ 歯科衛生士等が行う場合

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合 355単位 ⑴ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 352単位

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 323単位 ⑵ 同一建物居住者に対して行う場合 302単位

⑶ ⑴及び⑵以外の場合 295単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、 注 ⑴については在宅の利用者（当該利用者と同一建物に居住する

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管 他の利用者に対して当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の

理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員（以下「歯科 歯科衛生士が同一日に指定介護予防居宅療養管理指導を行う場合

衛生士等」という。）が、当該利用者に対して、訪問歯科診療 の当該利用者（以下この注において「同一建物居住者」という。

を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地 ）を除く。）であって通院又は通所が困難なものに対して、⑵に

指導を行った場合に、単一建物居住者（当該利用者が居住する ついては在宅の利用者（同一建物居住者に限る。）であって通院

建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導 又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適

事業所の歯科衛生士等が、同一月に指定介護予防居宅療養管理 合する当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、

指導を行う場合の当該利用者をいう。）の人数に従い、１月に 保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行っ

４回を限度として、所定単位数を算定する。 た歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行

った場合に、１月に４回を限度として算定する。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防居宅 （新設)

療養管理指導事業所の歯科衛生士等が指定介護予防居宅療養管

理指導を行った場合は、特別地域介護予防居宅療養管理指導加

算として、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位

数を所定単位数に加算する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の歯科衛生士等が指定介護予防居宅療養管理指導を

行った場合は、１回につき所定単位数の100分の10に相当する
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単位数を所定単位数に加算する。

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士等が、別 （新設）

に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、

通常の事業の実施地域（指定介護予防サービス基準第91条第５

号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定

介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単

位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

ヘ （略） ヘ （略）

（削る） ６ 介護予防通所介護費（１月につき）

イ 介護予防通所介護費

⑴ 要支援１ 1,647単位

⑵ 要支援２ 3,377単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（旧指

定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定介護予防

通所介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護予防

通所介護（旧指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定

介護予防通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、利用

者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する

。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が

別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労

働大臣が定めるところにより算定する。

２ 指定介護予防通所介護事業所の介護予防通所介護従業者（旧

指定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する介護予防通

所介護従業者をいう。）が、別に厚生労働大臣が定める地域に

居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（旧指定

介護予防サービス基準第101条第６号に規定する通常の事業の

実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防通所介護を行った

場合は、１月につき所定単位数の100分の５に相当する単位数

を所定単位数に加算する。
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当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 十 回 以 下 の 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 で

あ る こ と 。

ホ 歯 科 衛 生 士 等 が 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、 一

月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 十 回 以 下 の 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所

で あ る こ と 。

五 指 定 通 所 介 護 の 施 設 基 準 五 指 定 通 所 介 護 の 施 設 基 準

イ 通 常 規 模 型 通 所 介 護 費 を 算 定 す べ き 指 定 通 所 介 護 の 施 設 基 準 イ 通 常 規 模 型 通 所 介 護 費 を 算 定 す べ き 指 定 通 所 介 護 の 施 設 基 準

⑴ （ 略 ） ⑴ （ 略 ）

⑵ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 九 十 三 条 に 定 め る 看 護 職 員 （ 看 護 師 ⑵ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 九 十 三 条 に 定 め る 看 護 職 員 （ 看 護 師

又 は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 職 員 （ 指 定 居 宅 サ ー 又 は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 職 員 の 員 数 を 置 い て

ビ ス 等 基 準 第 百 五 条 の 二 に 規 定 す る 共 生 型 通 所 介 護 の 事 業 を 行 う い る こ と 。

指 定 通 所 介 護 事 業 所 に あ っ て は 、 同 条 第 一 号 に 定 め る 従 業 者 ） の

員 数 を 置 い て い る こ と 。

ロ （ 略 ） ロ （ 略 ）

六 ・ 七 （ 略 ） 六 ・ 七 （ 略 ）

八 指 定 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る 生 活 行 為 向 上 リ ハ ビ リ テ ー シ 八 指 定 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費

ョ ン 実 施 加 算 に 係 る 施 設 基 準 単 位 数 表 の 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費 の 注 ９ に 係 る 施 設 基 準

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 行 う に 当 た り 、 利 用 者 数 が 理 学 療 法 士 、 作 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 行 う に 当 た り 、 利 用 者 数 が 理 学 療 法 士 、 作 業

療 法 士 又 は 言 語 聴 覚 士 の 数 に 対 し て 適 切 な も の で あ る こ と 。 療 法 士 又 は 言 語 聴 覚 士 の 数 に 対 し て 適 切 な も の で あ る こ と 。

九 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 の 施 設 基 準 九 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 の 施 設 基 準

イ 単 独 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 を 算 定 す べ き 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 の イ 単 独 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 を 算 定 す べ き 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 の

施 設 基 準 施 設 基 準

指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 二 十 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 百 二 十

一 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に お け る 介 護 職 員 又 は 看 護 職 員 の 数 が 、 常 勤 換 算 方 法 （ 指 定 じ 。 ） に お け る 介 護 職 員 又 は 看 護 職 員 の 数 が 、 常 勤 換 算 方 法 （ 指 定

居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 二 条 第 八 号 に 規 定 す る 常 勤 換 算 方 法 を い う 。 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 常 勤 換 算 方 法 を い う 。

以 下 こ の 号 、 第 十 二 号 、 第 十 四 号 、 第 十 八 号 及 び 第 二 十 一 号 の 三 に 以 下 こ の 号 、 第 十 二 号 、 第 十 四 号 及 び 第 十 八 号 に お い て 同 じ 。 ） で

お い て 同 じ 。 ） で 、 利 用 者 の 数 が 三 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 一 以 、 利 用 者 の 数 が 三 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 一 以 上 で あ る こ と 。

上 で あ る こ と 。

ロ 併 設 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 を 算 定 す べ き 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 の ロ 併 設 型 短 期 入 所 生 活 介 護 費 を 算 定 す べ き 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 の

-
4
8
0
-

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

一 指 定 訪 問 介 護 に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 一 指 定 訪 問 介 護 に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に

関 す る 基 準 （ 平 成 十 二 年 厚 生 省 告 示 第 十 九 号 ） 別 表 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 関 す る 基 準 （ 平 成 十 二 年 厚 生 省 告 示 第 十 九 号 ） 別 表 指 定 居 宅 サ ー ビ ス

介 護 給 付 費 単 位 数 表 （ 以 下 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表 」 介 護 給 付 費 単 位 数 表 （ 以 下 「 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表 」

と い う 。 ） の 訪 問 介 護 費 の 注 に 係 る 施 設 基 準 と い う 。 ） の 訪 問 介 護 費 の 注 に 係 る 施 設 基 準13 12

一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 二 百 回 以 下 の 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 で あ る 一 月 当 た り 延 訪 問 回 数 が 二 百 回 以 下 の 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 で あ る こ

こ と 。 と 。

二 ～ 四 （ 略 ） 二 ～ 四 （ 略 ）

四 の 二 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 介 護 給 （ 新 設 ）

付 費 単 位 数 表 の 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費 の 注 ４ に 係 る 施 設 基 準

一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 三 十 回 以 下 の 指 定 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン 事 業 所 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 七 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 を い う 。 ） で あ る こ と 。

四 の 三 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 に お け る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 （ 新 設 ）

位 数 表 の 居 宅 療 養 管 理 指 導 費 の イ ⑴ 及 び ⑵ の 注 ４ 、 ロ ⑴ か ら ⑶ ま で の

注 ３ 、 ハ ⑴ 及 び ⑵ の 注 ４ 、 ニ ⑴ か ら ⑶ ま で の 注 ３ 並 び に ホ ⑴ か ら ⑶ ま

で の 注 ３ に 係 る 施 設 基 準

イ 医 師 が 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、 一 月 当 た り

延 べ 訪 問 回 数 が 五 十 回 以 下 の 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 で あ る こ

と 。

ロ 歯 科 医 師 が 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、 一 月 当

た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 十 回 以 下 の 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 で あ

る こ と 。

ハ 薬 剤 師 が 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、 一 月 当 た

り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 十 回 以 下 の 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 事 業 所 で あ る

こ と 。

ニ 管 理 栄 養 士 が 行 う 指 定 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、 一 月
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-
5
4
3
-

第 十 六 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 ） 」 と す る 。

八 十 六 （ 略 ） 八 十 六 （ 略 ）

-
5
4
1
-

ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表 の 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費 の 注 費 単 位 数 表 の 介 護 予 防 通 所 介 護 費 の 注 １ に 係 る 施 設 基 準

４ に 係 る 施 設 基 準 旧 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 基 準 第 九 十 七 条 に 定 め る 看 護 職 員 又 は 介

一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 十 回 以 下 の 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ 護 職 員 の 員 数 を 置 い て い る こ と 。

ー シ ョ ン 事 業 所 （ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 七 十 九 条 第 一 項 に 規 定

す る 指 定 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 所 を い う 。 ） で あ る こ

と 。

七 十 一 の 二 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 に お け る 指 定 介 護 予 防 サ ー （ 新 設)

ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表 の 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 費 の イ ⑴ 及 び ⑵

の 注 ４ 、 ロ ⑴ か ら ⑶ ま で の 注 ３ 、 ハ ⑴ 及 び ⑵ の 注 ４ 、 ニ ⑴ か ら ⑶ ま で

の 注 ３ 並 び に ホ ⑴ か ら ⑶ ま で の 注 ３ に 係 る 施 設 基 準

イ 医 師 が 行 う 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、 一

月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 回 以 下 の 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導

事 業 所 で あ る こ と 。

ロ 歯 科 医 師 が 行 う 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は

、 一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 回 以 下 の 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理

指 導 事 業 所 で あ る こ と 。

ハ 薬 剤 師 が 行 う 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て は 、

一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 回 以 下 の 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指

導 事 業 所 で あ る こ と 。

ニ 管 理 栄 養 士 が 行 う 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ て

は 、 一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 回 以 下 の 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管

理 指 導 事 業 所 で あ る こ と 。

ホ 歯 科 衛 生 士 等 が 行 う 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 の 場 合 に あ っ

て は 、 一 月 当 た り 延 べ 訪 問 回 数 が 五 回 以 下 の 指 定 介 護 予 防 居 宅 療 養

管 理 指 導 事 業 所 で あ る こ と 。

七 十 一 の 三 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る 生 活 行 為 向 （ 新 設 ）

上 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 実 施 加 算 に 係 る 施 設 基 準

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 行 う に 当 た り 、 利 用 者 数 が 理 学 療 法 士 、 作 業

療 法 士 又 は 言 語 聴 覚 士 の 数 に 対 し て 適 切 な も の で あ る こ と 。

七 十 二 ～ 七 十 八 （ 略 ） 七 十 二 ～ 七 十 八 （ 略 ）
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【報酬告示に関する通知】 
 
 
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪
問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る
部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
 
 
 
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別
紙
１

 
 

2
 

 

新
 

旧
 

介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院
の
退
所
（
退
院
）
日
又
は
短
期
入
所

療
養
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
つ
い
て
は
、
訪
問
看
護
費
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
は
算
定
で
き
な
い
。
訪
問
介
護
等
の
福
祉

系
サ
ー
ビ
ス
は
別
に
算
定
で
き
る
が
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
で
も
、
機
能
訓
練
や
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
え
る
こ
と
か
ら
、
退
所
（
退
院
）
日
に
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
機
械
的
に
組
み
込
む
と
い
っ

た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
は
適
正
で
な
い
。
 

ま
た
、
入
所
（
入
院
）
当
日
で
あ
っ
て
も
当
該
入
所
（
入
院
）
前
に
利
用
す
る
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
は
別
に

0

算
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
入
所
（
入
院
）
前
に
通
所
介
護
又
は
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
機
械
的
に
組
み

込
む
と
い
っ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
は
適
正
で
な
い
。
 

ま
た
、
施
設
入
所
（
入
院
）
者
が
外
泊
又
は
介
護
保
健
施
設
、
経
過
的
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介

護
医
療
院
の
試
行
的
退
所
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
泊
時
又
は
試
行
的
退
所
時
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
算
定

で
き
な
い
。
 

（
４
）
 
同
一
時
間
帯
に
複
数
種
類
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

利
用
者
は
同
一
時
間
帯
に
ひ
と
つ
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
訪
問
介

護
と
訪
問
看
護
、
又
は
訪
問
介
護
と
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
同
一
利
用
者
が
同
一
時
間
帯
に
利
用
す

る
場
合
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
介
護
の
内
容
に
応
じ
て
、
同
一
時
間
帯
に
利
用
す
る
こ
と
が
介
護
の
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
定
単
位
数

が
算
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
家
庭
の
浴
槽
で
全
身
入
浴
の
介
助
を
す
る
場
合
に
、
適
切
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利

用
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
、
既
に
提
供
を
受
け
て
い
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
そ
の
置
か
れ
て
い

る
環
境
等
の
評
価
を
通
じ
て
利
用
者
が
現
に
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
介
護
の
内
容
か
ら
同
一
時
間
帯
に
訪
問
看
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、

30
分
以
上
１
時
間
未
満
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
と
訪
問
看
護
（
指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
）
を
同
一
時
間
帯
に
利
用
し
た
場
合
、
訪
問
介
護
に
つ
い
て
は

39
4
単
位
、

訪
問
看
護
に
つ
い
て
は

81
6
単
位
が
そ
れ
ぞ
れ
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 

（
５
）
 
複
数
の
要
介
護
者
が
い
る
世
帯
に
お
い
て
同
一
時
間
帯
に
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い

に
つ
い
て
 

そ
れ
ぞ
れ
に
標
準
的
な
所
要
時
間
を
見
込
ん
で
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
に
位
置
づ
け
る
。
例
え
ば
、
要
介
護

高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
に

10
0
分
間
訪
問
し
、
夫
に

50
分
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
、
妻
に

50
分
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
を
提
供
し
た
場
合
、
夫
、
妻
そ
れ
ぞ
れ

39
4
単
位
ず
つ
算
定
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
生
活
援
助
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
者
間
で
適
宜
所
要
時
間
を
振
り
分
け
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
６
）
・
（
７
）
 
（
略
）
 

２
 
訪
問
介
護
費
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
３
）
 
１
回
の
訪
問
介
護
に
お
い
て
身
体
介
護
及
び
生
活
援
助
が
混
在
す
る
場
合
の
取
扱
い
 

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
退
所
（
退
院
）
日
又
は
短
期
入
所
療
養
介
護
の
サ
ー
ビ

ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
つ
い
て
は
、
訪
問
看
護
費
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
居
宅
療
養
管

理
指
導
費
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
は
算
定
で
き
な
い
。
訪
問
介
護
等
の
福
祉
系
サ
ー
ビ
ス
は
別
に

算
定
で
き
る
が
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
で
も
、
機
能
訓
練
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
え

る
こ
と
か
ら
、
退
所
（
退
院
）
日
に
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
機
械
的
に
組
み
込
む
と
い
っ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
は
適
正
で
な
い
。
 

ま
た
、
入
所
（
入
院
）
当
日
で
あ
っ
て
も
当
該
入
所
（
入
院
）
前
に
利
用
す
る
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
は
別
に

算
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
入
所
（
入
院
）
前
に
通
所
介
護
又
は
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
機
械
的
に
組
み

込
む
と
い
っ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
は
適
正
で
な
い
。
 

ま
た
、
施
設
入
所
（
入
院
）
者
が
外
泊
又
は
介
護
保
健
施
設
若
し
く
は
経
過
的
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
試

行
的
退
所
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
泊
時
又
は
試
行
的
退
所
時
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
算
定
で
き
な
い
。

  

 （
４
）

 
同
一
時
間
帯
に
複
数
種
類
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

利
用
者
は
同
一
時
間
帯
に
ひ
と
つ
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
訪
問
介

護
と
訪
問
看
護
、
又
は
訪
問
介
護
と
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
同
一
利
用
者
が
同
一
時
間
帯
に
利
用
す

る
場
合
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
介
護
の
内
容
に
応
じ
て
、
同
一
時
間
帯
に
利
用
す
る
こ
と
が
介
護
の
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
定
単
位
数

が
算
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
家
庭
の
浴
槽
で
全
身
入
浴
の
介
助
を
す
る
場
合
に
、
適
切
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利

用
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
、
既
に
提
供
を
受
け
て
い
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
そ
の
置
か
れ
て
い

る
環
境
等
の
評
価
を
通
じ
て
利
用
者
が
現
に
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
利
用
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
介
護
の
内
容
か
ら
同
一
時
間
帯
に
訪
問
看
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、

3
0
分
以
上
１
時
間
未
満
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
と
訪
問
看
護
（
指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
）
を
同
一
時
間
帯
に
利
用
し
た
場
合
、
訪
問
介
護
に
つ
い
て
は

3
8
8
単
位
、

訪
問
看
護
に
つ
い
て
は

8
14

単
位
が
そ
れ
ぞ
れ
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 

（
５
）

 
複
数
の
要
介
護
者
が
い
る
世
帯
に
お
い
て
同
一
時
間
帯
に
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い

に
つ
い
て
 

そ
れ
ぞ
れ
に
標
準
的
な
所
要
時
間
を
見
込
ん
で
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
に
位
置
づ
け
る
。
例
え
ば
、
要
介
護

高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
に

1
0
0
分
間
訪
問
し
、
夫
に

5
0
分
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
、
妻
に

50
分
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
を
提
供
し
た
場
合
、
夫
、
妻
そ
れ
ぞ
れ

3
8
8
単
位
ず
つ
算
定
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
生
活
援
助
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
者
間
で
適
宜
所
要
時
間
を
振
り
分
け
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
６
）
・
（
７
）
 
（
略
）
 

２
 
訪
問
介
護
費
 

（
１
）
・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
３
）

 
１
回
の
訪
問
介
護
に
お
い
て
身
体
介
護
及
び
生
活
援
助
が
混
在
す
る
場
合
の
取
扱
い
 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

12
年
３
月
１
日
老
企
第

36
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）

 

新
旧
対
照
表

 
 

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
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別
紙
１

 
 

1
1

 

 

新
 

旧
 

問
介
護
員
等
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
か
ら
の
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等
の
記
録
を
別
に
行
い
、
管
理
す
る
こ
と
。
 

（
17
）
 
注

13
の
取
扱
い
 

①
～
④

 
（
略
）
 

（
18
）
 
注

14
の
取
扱
い
 

注
14

の
加
算
を
算
定
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成

11
年
厚
生
省
令
第

37
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

20
条

第
３
項
に
規
定
す
る
交
通
費
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

（
削
る
）
 

                          

問
介
護
員
等
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
か
ら
の
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
等
の
記
録
を
別
に
行
い
、
管
理
す
る
こ
と
。
 

（
15
）

 
注

12
の
取
扱
い
 

①
～
④

 
（
略
）
 

（
16
）

 
注

13
の
取
扱
い
 

注
13

の
加
算
を
算
定
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成

1
1
年
厚
生
省
令
第

3
7
号
。
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

2
0
条

第
３
項
に
規
定
す
る
交
通
費
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

（
17
）

 
特
定
事
業
所
加
算
に
つ
い
て
 

特
定
事
業
所
加
算
の
各
算
定
要
件
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

①
 
体
制
要
件
 

イ
 
計
画
的
な
研
修
の
実
施
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成

2
7
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

9
5
号
。
以
下
「
大
臣
基
準
告
示
」

と
い
う
。
）
第
３
号
イ
（
１
）
の
「
訪
問
介
護
員
等
ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
」
又
は
同
号
ニ
（
２
）
の

「
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス

従
事
者
の
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
内
容
の
全
体
像
と
当
該
研
修
実
施
の
た
め
の
勤
務
体
制
の
確
保
を
定

め
る
と
と
も
に
、
訪
問
介
護
員
等
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
に
つ
い
て
個
別
具
体
的
な
研
修
の
目
標
、

内
容
、
研
修
期
間
、
実
施
時
期
等
を
定
め
た
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ロ
 
会
議
の
定
期
的
開
催
 

同
号
イ
（
２
）
（
一
）
の
「
利
用
者
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
の
伝
達
又
は
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
訪
問
介
護
員
等
の
技
術
指
導
を
目
的
と
し
た
会

議
」
と
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
主
宰
し
、
登
録
ヘ
ル
パ
ー
も
含
め
て
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
サ

ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
る
訪
問
介
護
員
等
の
す
べ
て
が
参
加
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
実

施
に
当
た
っ
て
は
、
全
員
が
一
堂
に
会
し
て
開
催
す
る
必
要
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
ご
と
に
い

く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
別
に
分
か
れ
て
開
催
す
る
こ
と
で
差
し
支
え
な
い
。
会
議
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
は
、

そ
の
概
要
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
「
定
期
的
」
と
は
、
お
お
む
ね
１
月
に
１
回
以
上
開

催
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

 

ハ
 
文
書
等
に
よ
る
指
示
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
後
の
報
告
 

同
号
イ
（
２
）
（
二
）
の
「
当
該
利
用
者
に
関
す
る
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
」

と
は
、
少
な
く
と
も
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
変
化
の
動
向
を
含
め
、
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

・
利
用
者
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
や
意
欲
 

・
利
用
者
の
主
な
訴
え
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
の
特
段
の
要
望

 

・
家
族
を
含
む
環
境
 

・
前
回
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
の
状
況
 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

12
年
３
月
１
日
老
企
第

36
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）

 

新
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別
紙
１

 
 

2
5
 

 

新
 

旧
 

当
該
事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施

し
た
場
合
に
つ
い
て
、
例
外
と
し
て
基
本
報
酬
に

20
単
位
を
減
じ
た
も
の
で
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

「
当
該
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
」
と
は
、
別
の
医
療
機
関
の
計
画
的
に
医
学
的
管
理
を
行
っ
て
い

る
医
師
か
ら
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
が
、
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
加
算
等
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
並
び
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
等
の
事
務
処
理
手
順
及
び
様

式
例
の
提
示
に
つ
い
て
」
（
平
成

30
年
３
月

22
日
老
老
発

03
22

第
２
号
）
の
別
紙
様
式
２
－
１
の
う
ち
、

本
人
の
希
望
、
家
族
の
希
望
、
健
康
状
態
・
経
過
、
心
身
機
能
・
構
造
、
活
動
（
基
本
動
作
、
移
動
能
力
、

認
知
機
能
等
）
、
活
動
（
Ａ
Ｄ
Ｌ
）
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
目
標
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
上
の

留
意
点
等
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
医
師
が
十
分
に
記
載
で
き
る
情
報

の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

（
11
）
 
社
会
参
加
支
援
加
算
に
つ
い
て
 

 
①
～
③
 
（
略
）
 

 
④

 
平
均
利
用
月
数
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。
 

 
 
イ
～
ハ

 
（
略
）
 

ニ
 
イ
（
ⅱ
）
に
お
け
る
新
規
利
用
者
数
と
は
、
当
該
評
価
対
象
期
間
に
新
た
に
当
該
事
業
所
の
提
供
す
る

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
者
の
数
を
い
う
。
ま
た
、
当
該
事
業
所
の
利
用
を
終
了
後
、

12
月
以
上
の
期
間
を
空
け
て
、
当
該
事
業
所
を
再
度
利
用
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
利
用
者
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
。
 

ホ
 
イ
（
ⅱ
）
に
お
け
る
新
規
終
了
者
数
と
は
、
評
価
対
象
期
間
に
当
該
事
業
所
の
提
供
す
る
指
定
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
を
終
了
し
た
者
の
数
を
い
う
。

 

 
⑤

 
「
３
月
以
上
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者

の
居
宅
を
訪
問
し
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
項
目
を
活
用
し
な
が
ら
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
終
了
し
た
時
と
比
較
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
及
び
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
が
維
持
又
は
改
善
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
な
お
、
利
用
者
の
居
宅
へ
の
訪
問
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
当
該
利
用
者
の
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
て
、

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
提
供
を
依
頼
し
、
社
会
参
加
等
に
資
す
る
取
組
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

電
話
等
を
用
い
て
、
前
記
と
同
様
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
⑥

 
「
３
月
以
上
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
に
当
た
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
等
に
記
録
す
る
こ
と
。
 

（
12
）
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
訪
問
看
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
４
（
25
）
②
及
び
③
を
参
照
の
こ
と
。
 

②
 
（
略
）
 

（
13
）
 
（
略
）
 

６
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
 

          （
８
）

 
社
会
参
加
支
援
加
算
に
つ
い
て
 

 
①
～
③
 
（
略
）
 

 
④
 
平
均
利
用
月
数
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。
 

 
 
イ
～
ハ
 
（
略
）
 

ニ
 
イ
（
ⅱ
）
に
お
け
る
新
規
利
用
者
数
と
は
、
当
該
評
価
対
象
期
間
に
新
た
に
当
該
事
業
所
の
提
供
す
る

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
者
の
数
を
い
う
。
ま
た
、
当
該
事
業
所
の
利
用
を
終
了
後
、

1
2

月
以
上
の
期
間
を
空
け
て
、
当
該
事
業
所
を
再
度
利
用
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
新
規
利
用
者
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
。
 

ホ
 
イ
（
ⅱ
）
に
お
け
る
新
規
終
了
者
数
と
は
、
評
価
対
象
期
間
に
当
該
事
業
所
の
提
供
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
を
終
了
し
た
者
の
数
を
い
う
。
 

 
⑤
 
「
３
月
以
上
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
に
当
た
っ
て
は
、
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
事
業
所
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
者
の
居

宅
を
訪
問
し
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
書
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
項
目
を
活
用
し
な
が
ら
、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
終
了
し
た
時
と
比
較
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
及
び
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
が
維
持
又
は
改
善
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
な
お
、
利
用
者
の
居
宅
へ
の
訪
問
が
困
難
で
あ
る
場
合
、
当
該
利
用
者
の
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
て
、

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
提
供
を
依
頼
し
、
社
会
参
加
等
に
資
す
る
取
組
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

電
話
等
を
用
い
て
、
前
記
と
同
様
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
⑥
 
「
３
月
以
上
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
に
当
た
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
等
に
記
録
す
る
こ
と
。
 

（
９
）

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
４
（
24
）
②
及
び
③
を
参
照
の
こ
と
。
 

②
 
（
略
）
 

（
10
）

 
（
略
）
 

６
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

12
年
３
月
１
日
老
企
第

36
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）
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別
紙
１

 
 

2
6
 

 

新
 

旧
 

（
１
）
 
単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
に
つ
い
て
 

居
宅
療
養
管
理
指
導
の
利
用
者
が
居
住
す
る
建
築
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち
、
同
一
月
の
利
用
者
数
を
「
単

一
建
物
居
住
者
の
人
数
」
と
い
う
。
 

単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
は
、
同
一
月
に
お
け
る
以
下
の
利
用
者
の
人
数
を
い
う
。
 

ア
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
等
に
入
居
又
は
入
所
し
て
い
る
利
用
者
 

イ
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限

る
。
）
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
利
用
者
 

た
だ
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
数
が
３
以
下
の
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ

ニ
ッ
ト
に
お
い
て
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
を
算
定
す
る
人
数
を
、
単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
１
つ
の
居
宅
に
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
対
象
と
な
る
同
居
す
る
同
一
世
帯
の
利
用
者
が

２
人
以
上
い
る
場
合
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
は
、
利
用
者
ご
と
に
「
単
一
建
物
居
住
者
が
１
人
の
場
合
」
を

算
定
す
る
。
さ
ら
に
、

 
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
に
お
い
て
当
該
居
宅
療
養
管
理
指

導
事
業
所
が
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
う
利
用
者
数
が
、
当
該
建
築
物
の
戸
数
の

10
％
以
下
の
場
合
又
は
当
該

建
築
物
の
戸
数
が

20
戸
未
満
で
あ
っ
て
、
当
該
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
が
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
う
利

用
者
が
２
人
以
下
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
単
一
建
物
居
住
者
が
１
人
の
場
合
」
を
算
定
す
る
。
 

（
２
）
 
医
師
・
歯
科
医
師
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
算
定
内
容
 

主
治
の
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的

管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
き
、
介
護
支
援
専
門
員
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
よ
り
指
定
居

宅
介
護
支
援
を
受
け
て
い
る
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
以
下
６
に
お
い
て

「
ケ
ア
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
る
介
護
支
援
専
門
員
を
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又

は
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。

以
下
６
に
お
い
て
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
等
に
必
要
な
情
報
提

供
並
び
に
利
用
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方

法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
情
報
提
供
が
な
い

場
合
に
は
、
算
定
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
利
用
者
が
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
利
用
者

又
は
家
族
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
情

報
提
供
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
当
該
医
師
が
当
該
月
に
医
療
保
険
に
お
い
て
、
「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
」
又
は
「
施
設
入
居

時
等
医
学
総
合
管
理
料
」
を
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
医
師
に
限
り
居
宅
療
養
管

理
指
導
費
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
。
 

（
１
）

 
同
一
建
物
居
住
者
に
つ
い
て
 

  同
一
建
物
居
住
者
と
は
、
以
下
の
利
用
者
を
い
う
。
 

ア
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
等
に
入
居
又
は
入
所
し
て
い
る
複
数
の
利
用
者
 

イ
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限

る
。
）
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
複
数
の
利
用
者
 

        （
２
）

 
医
師
・
歯
科
医
師
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
算
定
内
容
 

主
治
の
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的

管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
き
、
介
護
支
援
専
門
員
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
よ
り
指
定
居

宅
介
護
支
援
を
受
け
て
い
る
居
宅
要
介
護
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
以
下
６
に
お
い
て

「
ケ
ア
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
る
介
護
支
援
専
門
員
を
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又

は
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
利
用
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。

以
下
６
に
お
い
て
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
等
に
必
要
な
情
報
提

供
並
び
に
利
用
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方

法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
の
情
報
提
供
が
な
い

場
合
に
は
、
算
定
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
利
用
者
が
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
利
用
者

又
は
家
族
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
情

報
提
供
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
当
該
医
師
が
当
該
月
に
医
療
保
険
に
お
い
て
、
「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
」
を
当
該
利
用
者
に

つ
い
て
算
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
医
師
に
限
り
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
。
 

 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

12
年
３
月
１
日
老
企
第

36
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）
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別
紙
１

 
 

2
7
 

 

新
 

旧
 

②
～
⑤

 
（
略
）
 

（
３
）
 
薬
剤
師
が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
～
④

 
（
略
）
 

⑤
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
薬
局
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
薬
剤
服
用
歴
の
記
録
に
、
少
な

く
と
も
以
下
の
ア
～
ツ
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 
利
用
者
の
基
礎
情
報
と
し
て
、
利
用
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
番

号
、
住
所
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
時
の
連
絡
先
等
 

イ
 
処
方
及
び
調
剤
内
容
と
し
て
、
処
方
し
た
医
療
機
関
名
、
処
方
医
氏
名
、
処
方
日
、
処
方
内
容
、
調
剤

日
、
処
方
内
容
に
関
す
る
照
会
の
内
容
等
 

（
削
る
）
 

ウ
 
利
用
者
の
体
質
、
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
、
副
作
用
歴
、
薬
学
的
管
理
に
必
要
な
利
用
者
の
生
活
像
等
 

（
削
る
）
 

エ
 
疾
患
に
関
す
る
情
報
と
し
て
、
既
往
歴
、
合
併
症
の
情
報
、
他
科
受
診
に
お
い
て
加
療
中
の
疾
患
 

オ
 
併
用
薬
等
（
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品
を
含
む
。
）

の
情
報
及
び
服
用
薬
と
相
互
作
用
が
認
め
ら
れ
る
飲
食
物
の
摂
取
状
況
等
 

カ
 
服
薬
状
況
（
残
薬
の
状
況
を
含
む
。
）
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

（
削
る
）
 

キ
 
副
作
用
が
疑
わ
れ
る
症
状
の
有
無
（
利
用
者
の
服
薬
中
の
体
調
の
変
化
を
含
む
。
）
及
び
利
用
者
又
は

そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
事
項
の
要
点
 

（
削
る
）
 

 ク
～
ス
 
（
略
）
 

⑥
～
⑮

 
 （

略
）
 

（
４
）
 
管
理
栄
養
士
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
管
理
栄
養
士
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
居
宅
で
療
養
を
行
っ
て
お
り
、
通
院
に
よ
る
療

養
が
困
難
な
利
用
者
に
つ
い
て
、
医
師
が
当
該
利
用
者
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
別
食
を
提
供
す

る
必
要
性
を
認
め
た
場
合
又
は
当
該
利
用
者
が
低
栄
養
状
態
に
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
管
理
栄
養
士
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
作
成
し
た
栄
養
ケ
ア
計
画
を
患

者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
っ
た
栄
養
管
理
に
係
る
情

報
提
供
及
び
栄
養
食
事
相
談
又
は
助
言
を

30
分
以
上
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

な
お
、
請
求
明
細
書
の
摘
要
欄
に
訪
問
日
を
記
入
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

②
～
④

 
（
略
）
 

②
～
⑤

 
（
略
）
 

（
３
）

 
薬
剤
師
が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
～
④

 
（
略
）
 

⑤
 
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
薬
局
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
薬
剤
服
用
歴
の
記
録
に
、
少
な

く
と
も
以
下
の
ア
～
ツ
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 
利
用
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
番
号
、
住
所
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急

時
の
連
絡
先
等
の
利
用
者
に
つ
い
て
の
記
録
 

イ
 
処
方
し
た
医
療
機
関
名
及
び
処
方
医
氏
名
、
処
方
日
、
処
方
内
容
等
の
処
方
に
つ
い
て
の
記
録
 

ウ
 
調
剤
日
、
処
方
内
容
に
関
す
る
照
会
の
要
点
等
の
調
剤
に
つ
い
て
の
記
録
 

エ
 
利
用
者
の
体
質
、
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
、
副
作
用
歴
等
の
利
用
者
に
つ
い
て
の
情
報
の
記
録
 

オ
 
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
事
項
の
要
点
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

  

カ
 
服
薬
状
況
 

キ
 
利
用
者
の
服
薬
中
の
体
調
の
変
化
 

ク
 
併
用
薬
等
（
一
般
用
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品
を
含
む
。
）
の
情
報
 

ケ
 
合
併
症
の
情
報
 

コ
 
他
科
受
診
の
有
無
 

サ
 
副
作
用
が
疑
わ
れ
る
症
状
の
有
無
 

 

シ
 
飲
食
物
（
現
に
利
用
者
が
服
用
し
て
い
る
薬
剤
と
の
相
互
作
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

の
摂
取
状
況
等
 

ス
～
ツ

 
（
略
）
 

⑥
～
⑮

 
 （

略
）
 

（
４
）

 
管
理
栄
養
士
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
管
理
栄
養
士
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
居
宅
で
療
養
を
行
っ
て
お
り
、
通
院
に
よ
る
療

養
が
困
難
な
利
用
者
に
つ
い
て
、
医
師
が
当
該
利
用
者
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
別
食
を
提
供
す

る
必
要
性
を
認
め
た
場
合
又
は
当
該
利
用
者
が
低
栄
養
状
態
に
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
管
理
栄
養
士
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作
成
し
た
当

該
計
画
を
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
っ
た
栄
養
管

理
に
係
る
情
報
提
供
及
び
栄
養
食
事
相
談
又
は
助
言
を

30
分
以
上
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

な
お
、
請
求
明
細
書
の
摘
要
欄
に
訪
問
日
を
記
入
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

②
～
④

 
（
略
）
 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

12
年
３
月
１
日
老
企
第

36
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）

 

新
旧
対
照
表

 
 

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
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別
紙
１

 
 

2
8
 

 

新
 

旧
 

⑤
 
心
臓
疾
患
等
の
患
者
に
対
す
る
減
塩
食
、
十
二
指
腸
潰
瘍
の
患
者
に
対
す
る
潰
瘍
食
、
侵
襲
の
大
き
な
消

化
管
手
術
後
の
患
者
に
対
す
る
潰
瘍
食
、
ク
ロ
ー
ン
病
及
び
潰
瘍
性
大
腸
炎
等
に
よ
り
腸
管
の
機
能
が
低
下

し
て
い
る
患
者
に
対
す
る
低
残
渣
食
並
び
に
高
度
肥
満
症（

肥
満
度
が
＋

40
％
以
上
又
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が

30
以
上
）

の
患
者
に
対
す
る
治
療
食
を
含
む
。
な
お
、
高
血
圧
の
患
者
に
対
す
る
減
塩
食
（
食
塩
相
当
量
の
総
量
が

6.
0

グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
嚥
下
困
難
者
（
そ
の
た
め
に
摂
食
不
良
と
な
っ
た
者
も
含
む
。
）
の

た
め
の
流
動
食
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
療
養
食
加
算
の
場
合
と
異
な
り
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
対
象
と
な
る
特
別
食

に
含
ま
れ
る
。
 

（
５
）
 
歯
科
衛
生
士
等
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て

 

①
～
③

 
（
略
）
 

④
 
歯
科
衛
生
士
等
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
歯
科
衛
生
士
等
が
、

当
該
医
療
機
関
の
歯
科
医
師
か
ら
の
指
示
、
管
理
指
導
計
画
に
係
る
助
言
等
（
以
下
「
指
示
等
」
と
い
う
。
）

を
受
け
、
居
宅
に
訪
問
し
て
実
施
し
た
場
合
に
算
定
す
る
。
な
お
、
終
了
後
は
、
指
示
等
を
行
っ
た
歯
科
医

師
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

 

⑤
 
歯
科
衛
生
士
等
は
実
地
指
導
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
交
付
し
た
管
理
指
導
計
画
を
当
該
記
録
に
添
付
す

る
等
に
よ
り
保
存
す
る
と
と
も
に
、
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
利
用
者
ご
と
に
利
用
者
氏
名
、
訪
問
先
、
訪
問

日
、
指
導
の
開
始
及
び
終
了
時
刻
、
指
導
の
要
点
、
解
決
す
べ
き
課
題
の
改
善
等
に
関
す
る
要
点
、
歯
科
医

師
か
ら
の
指
示
等
、
歯
科
医
師
の
訪
問
診
療
に
同
行
し
た
場
合
に
は
当
該
歯
科
医
師
の
診
療
開
始
及
び
終
了

時
刻
及
び
担
当
者
の
署
名
を
明
記
し
、
指
示
等
を
行
っ
た
歯
科
医
師
に
報
告
す
る
。
 

⑥
～
⑧

 
（
略
）
 

（
６
）
・
（
７
）
 
（
略
）
 

（
８
）
 

 イ
注
４
、
ロ
注
３
、
ハ
注
４
、
ニ
注
３
、
ホ
注
３
に
つ
い
て
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２
（
17
）
②
～
④
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
９
）
 
イ
注
５
、
ロ
注
４
、
ハ
注
５
、
ニ
注
４
、
ホ
注
４
に
つ
い
て
 

医
科
診
療
報
酬
点
数
表

C0
00

往
診
料
の
注
４
、
C0
01

在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
の
注
９
又
は
歯
科
診
療
報
酬
点

数
表

C0
00

歯
科
訪
問
診
療
料
の
注
９
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
加
算
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

７
 
通
所
介
護
費
 

（
１
）・
（
２
）
 
（
略
）
 

（
３
）
 
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
通
所
介
護
の
前
後
に
連
続
し
て
延
長
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
の
加
算
の

取
扱
い
 

延
長
加
算
は
、
所
要
時
間
８
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
通
所
介
護
の
前
後
に
連
続
し
て
日
常
生
活
上
の
世
話

を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
５
時
間
を
限
度
と
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、

 

①
～
③

 
（
略
）
 

（
４
）
 
事
業
所
規
模
に
よ
る
区
分
の
取
扱
い
 

⑤
 
心
臓
疾
患
等
の
患
者
に
対
す
る
減
塩
食
、
十
二
指
腸
潰
瘍
の
患
者
に
対
す
る
潰
瘍
食
、
侵
襲
の
大
き
な
消

化
管
手
術
後
の
患
者
に
対
す
る
潰
瘍
食
、
ク
ロ
ー
ン
病
及
び
潰
瘍
性
大
腸
炎
等
に
よ
り
腸
管
の
機
能
が
低
下

し
て
い
る
患
者
に
対
す
る
低
残
渣
食
並
び
に
高
度
肥
満
症（

肥
満
度
が
＋

4
0
％
以
上
又
は
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が

3
0
以
上
）

の
患
者
に
対
す
る
治
療
食
を
含
む
。
な
お
、
高
血
圧
の
患
者
に
対
す
る
減
塩
食
（
食
塩
相
当
量
の
総
量
が

6
.
0

グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
嚥
下
困
難
者
（
そ
の
た
め
に
摂
食
不
良
と
な
っ
た
者
も
含
む
。
）
の

た
め
の
流
動
食
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

の
療
養
食
加
算
の
場
合
と
異
な
り
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
対
象
と
な
る
特
別
食
に
含
ま
れ
る
。
 

 

（
５
）

 
歯
科
衛
生
士
等
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て

 

①
～
③

 
（
略
）
 

④
 
歯
科
衛
生
士
等
の
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
歯
科
衛
生
士
等
が
、

当
該
医
療
機
関
の
歯
科
医
師
か
ら
の
直
接
の
指
示
、
管
理
指
導
計
画
に
係
る
助
言
等
（
以
下
「
指
示
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
、
居
宅
に
訪
問
し
て
実
施
し
た
場
合
に
算
定
す
る
。
な
お
、
終
了
後
は
、
指
示
等
を
行
っ

た
歯
科
医
師
に
直
接
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

⑤
 
歯
科
衛
生
士
等
は
実
地
指
導
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
交
付
し
た
管
理
指
導
計
画
を
当
該
記
録
に
添
付
す

る
等
に
よ
り
保
存
す
る
と
と
も
に
、
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
利
用
者
ご
と
に
利
用
者
氏
名
、
訪
問
先
、
訪
問

日
、
指
導
の
開
始
及
び
終
了
時
刻
、
指
導
の
要
点
、
解
決
す
べ
き
課
題
の
改
善
等
に
関
す
る
要
点
、
歯
科
医

師
か
ら
の
指
示
等
、
歯
科
医
師
の
訪
問
診
療
に
同
行
し
た
場
合
に
は
当
該
歯
科
医
師
の
診
療
開
始
及
び
終
了

時
刻
及
び
担
当
者
の
署
名
を
明
記
し
、
指
示
等
を
行
っ
た
歯
科
医
師
に
報
告
す
る
。
 

⑥
～
⑧

 
（
略
）
 

（
６
）
・
（
７
）
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

  
（
新
設
）
 

 

 ７
 
通
所
介
護
費
 

（
１
）・
（
２
）

 
（
略
）
 

（
３
）

 
７
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
通
所
介
護
の
前
後
に
連
続
し
て
延
長
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
の
加
算
の

取
扱
い
 

延
長
加
算
は
、
所
要
時
間
７
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
通
所
介
護
の
前
後
に
連
続
し
て
日
常
生
活
上
の
世
話

を
行
う
場
合
に
つ
い
て
、
５
時
間
を
限
度
と
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、

 

①
～
③

 
（
略
）
 

（
４
）

 
事
業
所
規
模
に
よ
る
区
分
の
取
扱
い
 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
及
び
福
祉
用
具
貸
与
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

12
年
３
月
１
日
老
企
第

36
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）

 

新
旧
対
照
表

 
 

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
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別
紙
３

 
 

5
 

 

新
 

旧
 

         ２
 
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
 

(
１

)～
(３

) 
（
略
）
 

(
４

) 
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
と
同
一
の
敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
若
し
く
は

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
と
同
一
の
建
物
等
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
す
る
取
扱
い
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
老
企
第

36
号
２
の

(1
2)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

(
５

) 
注
６
の
取
扱
い
 

①
 
実
利
用
者
数
は
前
年
度
（
３
月
を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
実
利
用
者
数
を
い
う
も
の
と
す
る
。
 

②
 
前
年
度
の
実
績
が
６
月
に
満
た
な
い
事
業
所
（
新
た
に
事
業
を
開
始
し
、
又
は
再
開
し
た
事
業
所
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
直
近
の
３
月
に
お
け
る
１
月
当
た
り
の
平
均
実
利
用
者
数
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
新
た
に
事
業
を
開
始
し
、
又
は
再
開
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
４
月
目
以
降
届
出
が
可

能
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
平
均
実
利
用
者
数
に
つ
い
て
は
、
毎
月
ご
と
に
記
録
す
る
も
の
と
し
、
所

定
の
人
数
を
上
回
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
第
１
の
５
の
届
出
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

③
 
当
該
加
算
を
算
定
す
る
事
業
所
は
、
そ
の
旨
に
つ
い
て
利
用
者
に
事
前
に
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
て

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

(
６

) 
注
７
の
取
扱
い
 

注
６
の
加
算
を
算
定
す
る
利
用
者
に
つ
い
て
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

（
平
成

18
年
厚
生
労
働
省
令
第

35
号
。
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

50
条
第
３

項
第
１
号
に
規
定
す
る
交
通
費
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

(
７

) 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
取
扱
い
 

①
～
⑤

 
（
略
）
 

⑥
 
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
一
体
的
に
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
加
算
の

計
算
も
一
体
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

(
８

) 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
取
扱
い
 

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
知
（
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
関
す
る
基
本

的
考
え
方
並
び
に
事
務
処
理
手
順
及
び
様
式
例
の
提
示
に
つ
い
て
」
）
を
参
照
す
る
こ
と
。
 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
学
療
法
士
等
に
報
告
し
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
者
の
意
向
を
確
認
し
、
当

該
理
学
療
法
士
等
か
ら
必
要
な
助
言
を
得
た
上
で
、
利
用
者
の
Ａ
Ｄ
Ｌ
及
び
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
改
善
状
況
及
び
③

の
イ
の
達
成
目
標
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

 

(８
) 

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
つ
い
て
 

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
途
通
知
（
「
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
関
す
る
基
本

的
考
え
方
並
び
に
事
務
処
理
手
順
及
び
様
式
例
の
提
示
に
つ
い
て
」
）
を
参
照
す
る
こ
と
。
 

(９
) 

そ
の
他
の
取
扱
い
 

前
記
以
外
の
基
本
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
訪
問
介
護
の
取
扱
方
針
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
通
院
等
乗
降
介
助
に
つ
い
て
は
、
算
定
さ
れ
な
い
。

 

３
 
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
 

(１
)～

(３
) 

 （
略
）
 

(４
) 

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
す
る
取
扱
い
 

 ２
の

(４
)を

参
照
の
こ
と
。
 

(５
) 

注
６
の
取
扱
い
 

２
の

(５
)を

参
照
の
こ
と
。
 

       (６
) 

注
７
の
取
扱
い
 

２
の

(６
)を

参
照
の
こ
と
。
 

   (７
) 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
取
扱
い
 

①
～
⑤

 
（
略
）
 

⑥
 
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
を
一
体
的
に
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
加

算
の
計
算
も
一
体
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

(８
) 

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
取
扱
い
 

２
(８

)を
参
照
の
こ
と
。
 

 

○
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

18
年
３
月

17
日
老
計
発
第

03
17
00
1
号
、
老
振
発

第
03
17
00
1
号
、
老
老
発
第

03
17
00
1
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）

 

新
旧
対
照
表
 

 
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
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別
紙
３

 
 

1
5
 

 

新
 

旧
 

 
 
要
支
援
状
態
区
分
の
維
持
者
数
＋
改
善
者
数
×
２
 

 
 
評
価
対
象
期
間
内
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
を
 

３
月
以
上
算
定
し
、
そ
の
後
に
更
新
・
変
更
認
定
を
受
け
た
者
の
数
 

(1
2)

 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
３

(2
2)
②
及
び
③
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

②
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚
士
の
う
ち
、
勤
続
年
数
が
３
年
以
上
の
者
が
１
名
以
上
い
れ
ば
算
定
可
能
で
あ
る
。
 

(1
3)

 
記
録
の
整
備
に
つ
い
て

 

①
 
医
師
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
対
し
て
行
っ
た
指
示
内
容
の
要
点
を
診
療
録

に
記
入
す
る
。
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
は
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
内
容

を
利
用
者
に
説
明
し
、
記
録
す
る
と
と
も
に
、
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
行
っ
た
指
導
の
内
容
の
要
点
及
び
指

導
に
要
し
た
時
間
を
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
、
当
該
記
載
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
診
療
録
に
記

載
す
る
こ
と
と
し
て
も
よ
い
が
、
下
線
又
は
枠
で
囲
う
等
に
よ
り
、
他
の
記
載
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

 

②
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
記
録
（
実
施
時
間
、
訓
練
内
容
、
担
当
者
等
）
は

利
用
者
ご
と
に
保
管
さ
れ
、
常
に
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
従
事
者
に
よ
り
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

５
 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
 

(
１

) 
単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
に
つ
い
て
 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
利
用
者
が
居
住
す
る
建
築
物
に
居
住
す
る
者
の
う
ち
、
同
一
月
の
利
用
者

数
を
「
単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
」
と
い
う
。
 

単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
は
、
同
一
月
に
お
け
る
以
下
の
利
用
者
の
人
数
を
い
う
。
 

ア
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
等
に
入
居
又
は
入
所
し
て
い
る
利
用
者
 

イ
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限

る
。
）
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
利
用
者
 

た
だ
し
、
ユ
ニ
ッ
ト
数
が
３
以
下
の
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ

ニ
ッ
ト
に
お
い
て
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
を
算
定
す
る
人
数
を
、
単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
１
つ
の
居
宅
に
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
対
象
と
な
る
同
居
す
る
同

一
世
帯
の
利
用
者
が
２
人
以
上
い
る
場
合
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
は
、
利
用
者
ご
と
に
「
単
一
建

物
居
住
者
が
１
人
の
場
合
」
を
算
定
す
る
。
さ
ら
に
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
に
つ
い
て
、
当
該
建

築
物
に
お
い
て
当
該
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
が
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
う
利
用

者
数
が
、
当
該
建
築
物
の
戸
数
の

10
％
以
下
の
場
合
又
は
当
該
建
築
物
の
戸
数
が

20
戸
未
満
で
あ
っ
て
、
当

   (８
) 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
４

(2
1)
②
及
び
③
を
参
照
の
こ
と
。
 

②
 
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言

語
聴
覚
士
の
う
ち
、
勤
続
年
数
が
３
年
以
上
の
者
が
１
名
以
上
い
れ
ば
算
定
可
能
で
あ
る
こ
と
。
 

(９
) 

記
録
の
整
備
に
つ
い
て

 

①
 
医
師
は
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
対
し
て
行
っ
た
指
示
内
容
の
要
点
を
診
療
録

に
記
入
す
る
。
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
書
の
内
容
を
利
用

者
に
説
明
し
、
記
録
す
る
と
と
も
に
、
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
行
っ
た
指
導
の
内
容
の
要
点
及
び
指
導
に
要

し
た
時
間
を
記
録
に
と
ど
め
て
お
く
。
な
お
、
当
該
記
載
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
診
療
録
に
記
載
す
る

こ
と
と
し
て
も
よ
い
が
、
下
線
又
は
枠
で
囲
う
等
に
よ
り
、
他
の
記
載
と
区
別
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と

す
る
。
 

②
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
記
録
（
実
施
時
間
、
訓
練
内
容
、
担
当
者
等
）
は
利
用
者
ご
と
に
保
管

さ
れ
、
常
に
当
該
事
業
所
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
事
者
に
よ
り
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

 ６
 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
 

(１
) 

同
一
建
物
居
住
者
に
つ
い
て
 

  同
一
建
物
居
住
者
と
は
、
以
下
の
利
用
者
を
い
う
。
 

ア
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
等
に
入
居
又
は
入
所
し
て
い
る
複
数
の
利
用
者
 

イ
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
複
合
型

サ
ー
ビ
ス
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
（
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
限

る
。
）
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
複
数
の
利
用
者
 

       

○
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

18
年
３
月

17
日
老
計
発
第

03
17
00
1
号
、
老
振
発

第
03
17
00
1
号
、
老
老
発
第

03
17
00
1
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）

 

新
旧
対
照
表
 

 
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

 

≧
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別
紙
３

 
 

1
6
 

 

新
 

旧
 

該
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
が
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
う
利
用
者
が
２
人
以
下
の

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
単
一
建
物
居
住
者
が
１
人
の
場
合
」
を
算
定
す
る
。
 

 
(２

) 
医
師
・
歯
科
医
師
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
算
定
内
容
 

主
治
の
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
か
つ
継
続
的

な
医
学
的
管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
き
、
介
護
支
援
専
門
員
等
（
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
よ
り

介
護
予
防
支
援
を
受
け
て
い
る
要
支
援
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
て
い
る

保
健
師
そ
の
他
の
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
職
員
を
、
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
利
用
者
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
支
援
専
門
員
等
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
必
要
な
情
報
提
供
並
び
に
利
用
者
若
し
く
は
そ

の
家
族
等
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及

び
助
言
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
介
護
支
援
専
門
員
等
へ
の
情
報
提
供
が
な
い
場
合
に
は
、
算
定
で
き

な
い
こ
と
と
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
利
用
者
が
他
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
利

用
者
又
は
家
族
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
上
で
の
情
報
提
供
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
当
該
医
師
が
当
該
月
に
医
療
保
険
に
お
い
て
、
「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
」
又
は
「
施
設
入
居

時
等
医
学
総
合
管
理
料
」
を
当
該
利
用
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
医
師
に
限
り
介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
)（

編
集
注
：
原
文
は
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
)」

）
を
算
定
す
る
。
 

②
～
⑤

 
（
略
）
 

(
３

) 
 薬

剤
師
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
～
④

 
（
略
）
 

⑤
 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
薬
局
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
薬
剤
服
用
歴
の
記
録

に
、
少
な
く
と
も
以
下
の
ア
～
ツ
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 
利
用
者
の
基
礎
情
報
と
し
て
、
利
用
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
番

号
、
住
所
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
時
の
連
絡
先
等
 

イ
 
処
方
及
び
調
剤
内
容
と
し
て
、
処
方
し
た
医
療
機
関
名
、
処
方
医
氏
名
、
処
方
日
、
処
方
内
容
、
調
剤

日
、
処
方
内
容
に
関
す
る
照
会
の
内
容
等
 

（
削
除
）
 

ウ
 
利
用
者
の
体
質
、
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
、
副
作
用
歴
、
薬
学
的
管
理
に
必
要
な
利
用
者
の
生
活
像
等
 

エ
 
疾
患
に
関
す
る
情
報
と
し
て
、
既
往
歴
、
合
併
症
の
情
報
、
他
科
受
診
に
お
い
て
加
療
中
の
疾
患
 

（
削
除
）
 

オ
 
併
用
薬
等
（
要
指
導
医
薬
品
、
一
般
用
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品
を
含
む
。
）

の
情
報
及
び
服
用
薬
と
相
互
作
用
が
認
め
ら
れ
る
飲
食
物
の
摂
取
状
況
等
 

 

 (２
) 

医
師
・
歯
科
医
師
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
算
定
内
容
 

主
治
の
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
か
つ
継
続
的

な
医
学
的
管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
き
、
介
護
支
援
専
門
員
等
（
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
よ
り

介
護
予
防
支
援
を
受
け
て
い
る
要
支
援
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
て
い
る

保
健
師
そ
の
他
の
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
職
員
を
、
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
利
用
者
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
支
援
専
門
員
等
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
必
要
な
情
報
提
供
並
び
に
利
用
者
若
し
く
は
そ

の
家
族
等
に
対
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
導
及

び
助
言
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
介
護
支
援
専
門
員
等
へ
の
情
報
提
供
が
な
い
場
合
に
は
、
算
定
で
き

な
い
こ
と
と
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
利
用
者
が
他
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
利

用
者
又
は
家
族
の
同
意
を
得
た
上
で
、
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
上
で
の
情
報
提
供
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
当
該
医
師
が
当
該
月
に
医
療
保
険
に
お
い
て
、
「
在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料
」
を
当
該
利
用
者
に

つ
い
て
算
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
医
師
に
限
り
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

(Ⅱ
)（

編
集
注
：
原
文

は
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
(
Ⅱ

)
」
）
を
算
定
す
る
。
 

②
～
⑤

 
（
略
）
 

(３
) 

 薬
剤
師
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
～
④

 
（
略
）
 

⑤
 
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
薬
局
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
薬
剤
服
用
歴
の
記
録

に
、
少
な
く
と
も
以
下
の
ア
～
ツ
に
つ
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ア
 
利
用
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
番
号
、
住
所
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急

時
の
連
絡
先
等
の
利
用
者
に
つ
い
て
の
記
録
 

イ
 
処
方
し
た
医
療
機
関
名
及
び
処
方
医
氏
名
、
処
方
日
、
処
方
内
容
等
の
処
方
に
つ
い
て
の
記
録
 

 

ウ
 
調
剤
日
、
処
方
内
容
に
関
す
る
照
会
の
要
点
等
の
調
剤
に
つ
い
て
の
記
録
 

エ
 
利
用
者
の
体
質
、
ア
レ
ル
ギ
ー
歴
、
副
作
用
歴
等
の
利
用
者
に
つ
い
て
の
情
報
の
記
録
 

（
新
設
）
 

オ
 
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
事
項
の
要
点
 

（
新
設
）
 

 

○
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

18
年
３
月

17
日
老
計
発
第

03
17
00
1
号
、
老
振
発

第
03
17
00
1
号
、
老
老
発
第

03
17
00
1
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）

 

新
旧
対
照
表
 

 
傍
線
の
部
分
は
改
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部
分
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別
紙
３

 
 

1
7
 

 

新
 

旧
 

カ
 
服
薬
状
況
（
残
薬
の
状
況
を
含
む
。
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

キ
 
副
作
用
が
疑
わ
れ
る
症
状
の
有
無
（
利
用
者
の
服
薬
中
の
体
調
の
変
化
を
含
む
。
）
及
び
利
用
者
又
は

そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
事
項
の
要
点
 

（
削
除
）
 

 ク
～
ス
 
 

⑥
～
⑮

 
（
略
）
 

(
４

) 
管
理
栄
養
士
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
管
理
栄
養
士
の
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
居
宅
で
療
養
を
行
っ
て
お
り
、
通
院

に
よ
る
療
養
が
困
難
な
利
用
者
に
つ
い
て
、
医
師
が
当
該
利
用
者
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
別
食

を
提
供
す
る
必
要
性
を
認
め
た
場
合
又
は
当
該
利
用
者
が
低
栄
養
状
態
に
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
管
理
栄
養
士
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
作
成
し
た
栄
養
ケ
ア

計
画
を
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
っ
た
栄
養
管
理

に
係
る
情
報
提
供
及
び
栄
養
食
事
相
談
又
は
助
言
を

30
分
以
上
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

な
お
、
請
求
明
細
書
の
摘
要
欄
に
訪
問
日
を
記
入
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

②
～
⑤

 
（
略
）
 

(
５

) 
歯
科
衛
生
士
等
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
～
③

 
（
略
）
 

④
 
歯
科
衛
生
士
等
の
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
歯
科
衛
生

士
等
が
、
当
該
医
療
機
関
の
歯
科
医
師
か
ら
の
指
示
並
び
に
管
理
指
導
計
画
に
係
る
助
言
等
（
以
下
「
指
示

等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
居
宅
に
訪
問
し
て
実
施
し
た
場
合
に
算
定
す
る
。
な
お
、
終
了
後
は
、
指
示
等

を
行
っ
た
歯
科
医
師
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

⑤
～
⑧

 
（
略
）
 

(
６

) 
（
略
）
 

(
７

) 
そ
の
他
 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
要
し
た
交
通
費
は
実
費
を
利
用
者
か
ら
徴
収
し
て
も
よ
い
も
の
と
す
る
。
 

(
８

) 
イ
注
４
、
ロ
注
３
、
ハ
注
４
、
ニ
注
３
、
ホ
注
３
に
つ
い
て
 

２
の

(５
)を

参
照
の
こ
と
。
 

(
９

) 
イ
注
５
、
ロ
注
４
、
ハ
注
５
、
ニ
注
４
、
ホ
注
４
に
つ
い
て
 

医
科
診
療
報
酬
点
数
表

C0
00

往
診
料
の
注
４
、
C0
01

在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
の
注
９
又
は
歯
科
診
療
報
酬
点

数
表

C0
00

歯
科
訪
問
診
療
料
の
注
９
を
算
定
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
加
算
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

カ
 
服
薬
状
況
 

キ
 
利
用
者
の
服
薬
中
の
体
調
の
変
化
 

ク
 
併
用
薬
等
（
一
般
用
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
い
わ
ゆ
る
健
康
食
品
を
含
む
。
）
の
情
報
 

ケ
 
合
併
症
の
情
報
 

コ
 
他
科
受
診
の
有
無
 

サ
 
副
作
用
が
疑
わ
れ
る
症
状
の
有
無
 

 

シ
 
飲
食
物
（
現
に
利
用
者
が
服
用
し
て
い
る
薬
剤
と
の
相
互
作
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

の
摂
取
状
況
等
 

ス
～
ツ

 
 

⑥
～
⑮

 
（
略
）
 

(４
) 

管
理
栄
養
士
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
 
管
理
栄
養
士
の
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
居
宅
で
療
養
を
行
っ
て
お
り
、
通
院

に
よ
る
療
養
が
困
難
な
利
用
者
に
つ
い
て
、
医
師
が
当
該
利
用
者
に
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
特
別
食

を
提
供
す
る
必
要
性
を
認
め
た
場
合
又
は
当
該
利
用
者
が
低
栄
養
状
態
に
あ
る
と
医
師
が
判
断
し
た
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
管
理
栄
養
士
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪
問
し
、
栄
養
ケ
ア
計
画
を
作

成
し
当
該
計
画
を
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
栄
養
ケ
ア
計
画
に
従
っ
た

栄
養
管
理
に
係
る
情
報
提
供
及
び
栄
養
食
事
相
談
又
は
助
言
を

3
0
分
以
上
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

な
お
、
請
求
明
細
書
の
摘
要
欄
に
訪
問
日
を
記
入
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

②
～
⑤

 
（
略
）
 

(５
) 

歯
科
衛
生
士
等
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
 

①
～
③

 
（
略
）
 

④
 
歯
科
衛
生
士
等
の
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
歯
科
衛
生

士
等
が
、
当
該
医
療
機
関
の
歯
科
医
師
か
ら
の
直
接
の
指
示
並
び
に
管
理
指
導
計
画
に
係
る
助
言
等
（
以
下

「
指
示
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
居
宅
に
訪
問
し
て
実
施
し
た
場
合
に
算
定
す
る
。
な
お
、
終
了
後
は
、

指
示
等
を
行
っ
た
歯
科
医
師
に
直
接
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

⑤
～
⑧

 
（
略
）
 

(６
) 

 （
略
）
 

(７
) 

（
略
）
 

 (新
設

) 

 

(新
設

) 

 

 

○
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成

18
年
３
月

17
日
老
計
発
第

03
17
00
1
号
、
老
振
発

第
03
17
00
1
号
、
老
老
発
第

03
17
00
1
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）

 

新
旧
対
照
表
 

 
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護
支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長

通知）（抄）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り ⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー

ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷 ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷

地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可 地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可

とする。）。 とする。）。

⑵ 要件審査 ⑵ 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜

補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として２週 補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として２週

間以内を標準とし、遅くても概ね１月以内とすること（相手方の 間以内を標準とし、遅くてもおおむね１月以内とすること（相手

補正に要する時間は除く。）。 方の補正に要する時間は除く。）。

⑶ 届出の受理 ⑶ 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応

じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知 ⑷ 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体

連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。 連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以 届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以

下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や 下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や

居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出 居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出

が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされ が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされ

た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

ただし、平成24年４月から算定を開始する加算等の届出につい ただし、平成27年４月から算定を開始する加算等の届出につい

ては、上記にかかわらず、同年３月25日以前になされていれば足 ては、上記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足

りるものとする。 りるものとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開
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者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以 者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以

外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外 外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外

出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等 出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等

の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により） の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）

院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、こ 院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、こ

れは居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備を れは居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備を

含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外にお 含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外にお

いて行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介 いて行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介

助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定する 助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定する

ことはできない。 ことはできない。

⑺ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について ⑺ 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判 ① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判

定基準」の活用について」（平成５年10月26日老健第135号厚生 定基準」の活用について」（平成５年10月26日老健第135号厚生

省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生 省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生

活自立度」（以下「日常生活自立度」という を用いる場合の 活自立度」（以下「日常生活自立度」という を用いる場合の

日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治 日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治

医意見書（以下この号において「判定結果」という を用いる 医意見書（以下この号において「判定結果」という を用いる

ものとする。 ものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー ② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サー

ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。 ビス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。

また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平 また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平

成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）に基 成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）に基

づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に

規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見 ⑴ 規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見 ⑴

日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立

度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある 度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある

場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて ③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて

同意が得られていない場合を含む にあっては、「要介護認定 同意が得られていない場合を含む にあっては、「要介護認定

等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中 等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票 「２⑷認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記 （基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載を用いるものとする。 載を用いるものとする。

２ 訪問介護費 ２ 訪問介護費

⑴ 「身体介護」及び「生活援助」の意義について ⑴ 「身体介護」及び「生活援助」の意義について

35
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場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保の せる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確

ために深夜の時間帯に２人の訪問介護員等によるサービス提供を 保のために深夜の時間帯に２人の訪問介護員等によるサービス提

行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て 供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を

行った場合を除き、所定単位数の100分の200に相当する単位数は 得て行った場合を除き、所定単位数の100分の200に相当する単位

算定されない。 数は算定されない。

なお、通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に なお、通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に

同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場 同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場

合には、当該車両を運転するもう１人の訪問介護員等は別に「通 合には、当該車両を運転するもう１人の訪問介護員等は別に「通

院等乗降介助」を算定することはできない。 院等乗降介助」を算定することはできない。

⒀ 早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い ⒀ 早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス

開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算 開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算

定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、 定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、

加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサー 加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサー

ビス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該 ビス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該

加算は算定できない。 加算は算定できない。

⒁ 特別地域訪問介護加算について ⒁ 特別地域訪問介護加算について

注11の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具 注11の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具

の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」と の保管、着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」と

いう）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サ いう）を指し、例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サ

テライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本 テライト事業所が離島等に所在する場合、本体事業所を業務の本

拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サ 拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象とならず、サ

テライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護 テライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護

は加算の対象となるものであること。 は加算の対象となるものであること。

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテ サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテ

ライト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、 ライト事業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、

当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等 当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービスの内容等

の記録を別に行い、管理すること。 の記録を別に行い、管理すること。

⒂ 注12の取扱い ⒂ 注12の取扱い

① ⒁を参照のこと。 ① ⒁を参照のこと。

② 延訪問回数は前年度（３月を除く の１月当たりの平均延訪 ② 延訪問回数は前年度（３月を除く の１月当たりの平均延訪

問回数をいうものとする。 問回数をいうものとする。

③ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、 ③ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、

又は再開した事業所を含む については、直近の３月における 又は再開した事業所を含む については、直近の３月における

１月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、 １月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、
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新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目 新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目

以降届出が可能となるものであること。 以降届出が可能となるものであること。

平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、 平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、

所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の５の届出 所定の回数を上回った場合については、直ちに第一の５の届出

を提出しなければならない。 を提出しなければならない。

④ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前 ④ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前

に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。 に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。

⒃ 注13の取扱い ⒃ 注13の取扱い

注13の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等 注13の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第3 の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第3

7号。以下「指定居宅サービス基準」という 第20条第３項に規定 7号。以下「指定居宅サービス基準」という 第20条第３項に規定

する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

⒄ 特定事業所加算について ⒄ 特定事業所加算について

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところに 特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところに

よる。 よる。

① 体制要件 ① 体制要件

イ 計画的な研修の実施 イ 計画的な研修の実施

厚生労働大臣が定める基準（平成24年厚生労働省告示第96 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95

号。以下「96号告示」という 第３号イ⑴の「訪問介護員等 号。以下「大臣基準告示」という。）第３号イ⑴の「訪問介

ごとに研修計画の作成」については、当該事業所におけるサ 護員等ごとに研修計画を作成」又は同号ニ⑵の「サービス提

ービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研 供責任者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所に

修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護 おけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像

員等について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実 と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、

施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 訪問介護員等又はサービス提供責任者について個別具体的な

研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策

定しなければならない。

ロ 会議の定期的開催 ロ 会議の定期的開催

同号イ⑵㈠の「利用者に関する情報若しくはサービス提供 同号イ⑵㈠の「利用者に関する情報若しくはサービス提供

に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所に に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所に

おける訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サ おける訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サ

ービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事 ービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事

業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが 業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが

参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、 参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、

全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任 全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任

者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差 者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差
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